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文教福祉委員会会議録 

 

令和３年１０月２６日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時４９分閉議（実時間２８９分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１１７号・令和２年度八代市一般会

計歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第１１８号・令和２年度八代市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算 

１．議案第１１９号・令和２年度八代市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算 

１．議案第１２０号・令和２年度八代市介護保

険特別会計歳入歳出決算 

１．議案第１２４号・令和２年度八代市診療所

特別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  中 村 和 美 君 

副委員長  金 子 昌 平 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  友 枝 和 也 君 

委  員  中 山 諭扶哉 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  橋 本 徳一郎 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       江 﨑 眞 通 君 

 会計管理者      宮 本 誠 司 君 

 教育部長       中   勇 二 君 

  教育部次長     福 本 桂 三 君 

  教育サポートセンター所長 入 佐 正 夫 君 

  理事兼生涯学習課長 田 中 智 樹 君 

  教育施設課長    竹 下 圭一郎 君 

  理事兼教育政策課長 松 川 由 美 君 
 
  教育政策課主幹兼 
            松 本   豊 君 
  学校管理係長 
 

  学校教育課長    髙 嶋 宏 幸 君 
 
 健康福祉部長 
            丸 山 智 子 君 
 （福祉事務所長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            白 川 健 次 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 
 
  健康福祉部次長 
            遠 山 光 徳 君 
  （福祉事務所次長兼務） 
 

  理事兼生活援護課長 鶴 田 洋 明 君 
 
  障がい者支援課長 
            髙 﨑 博 文 君 
  （障がい者虐待防止センター所長兼務） 
 

  こども未来課長   岩 崎 龍 一 君 

  理事兼健康福祉政策課長 野 田 章 浩 君 
 
  健康福祉政策課 
            井 戸 晶 子 君 
  泉健康福祉地域事務所長 
 
 
  健康推進課長 
            稲 本 京 子 君 
  （子育て世代包括支援センター所長兼務） 
 

  国保ねんきん課長  西 田 裕 一 君 
 
  国保ねんきん課主幹 
            塚 本 泰 広 君 
  兼医療給付係長 
 
 
  長寿支援課長 
            石 本   淳 君 
  （成年後見支援センター所長兼務） 
 

 建設部 
 
  営繕課長補佐兼 
            秋 野 亮 二 君 
  建築係長 
 

 財務部 

  納税課長      坂 井 宏 全 君 

                              

○記録担当書記     森 田   亨 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（中村和美君） 定刻となり、定足数

に達しておりますので、ただいまから文教福祉

委員会を開会いたします。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。 
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 審査に入ります前に、まず、決算審査の進め

方について御説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、１０月２２

日の本委員会でも報告いたしましたが、まず、

一般会計決算の歳出及び各特別会計決算の歳出

の審査については、「令和２年度における主要

な施策の成果に関する調書及び土地開発基金の

運用状況に関する調書」に基づいて、また、各

特別会計の歳入の審査については、「令和２年

度八代市特別会計歳入歳出決算書」に基づいて

説明を聴取し、「監査委員からの審査意見書」

も含めたところで質疑を行うことといたしてお

ります。 

 また、審査の流れといたしましては、それぞ

れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と

しております。 

 そのほかの審査方法については、お手元に配

付しておりますような方法で進めさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、審査日程についてですが、事前に配付

いたしております日程表のとおり、審査の進行

によっては、予定している審査項目を１１月１

日月曜日の予備日に繰り越すことも考えられま

す。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をお願いいたしま

す。 

 それでは、本委員会に付託されております決

算議案５件の審査に入ります。 

                              

◎議案第１１７号・令和２年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

○委員長（中村和美君） まず、議案第１１７

号・令和２年度八代市一般会計歳入歳出決算

中、当委員会関係分を議題とし、執行部より説

明を求めます。 

 それでは、第９款・教育費中、教育部関係分

について、教育部から説明願います。 

○教育部長（中 勇二君） 皆さん、おはよう

ございます。(｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）教育部の中でございます。 

 本日は令和２年度の決算審査よろしくお願い

いたします。 

 まず初めに、私のほうから、当部所管事業の

総括をさせていただきます。それでは、着席の

上、御説明申し上げます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○教育部長（中 勇二君） まず、令和２年度

の決算の状況ですが、教育費のうち、経済文化

交流部所管を除いた当部所管分では、予算現額

４８億７３９４万５３４９円に対しまして、支

出済額が４３億３３３０万８２８３円であり、

翌年度繰越額８７３９万６５００円を含めまし

た執行率は９０.７％となっております。 

 教育部では、例年総合計画や教育振興基本計

画に掲げる施策を実現するため各種事業に取り

組んでいるところでございますが、令和２年度

におきましては、それらに加え、新型コロナウ

イルス感染症対策及び令和２年７月豪雨災害へ

の対応に総力を挙げて取り組んだ１年でござい

ました。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策といた

しまして、学校における感染防止や臨時休業時

の学びの保障に向けた環境整備のため、感染症

対策のための物品の購入やタブレットパソコン

の児童生徒１人１台の整備を行ったほか、教職

員の消毒作業等の業務増に伴う補助員の配置や

極端な収入減世帯に対する就学支援などを行

い、教職員及び保護者の負担軽減を図りまし

た。 

 また、図書館、博物館などの教育施設におき

ましては、空気清浄機や図書自体を消毒する機

器を設置するなど、施設利用者の感染防止対策

を取り、安心して来館いただける環境づくりに

取り組みました。 

 次に、令和２年７月豪雨災害への対応といた



 

－3－

しましては、特に坂本地域の八竜小、坂本中で

は、自宅が被災して避難所等で生活を送る児童

生徒や道路、橋梁及びＪＲ肥薩線が甚大な被害

を受けたことにより、通学が困難となった児童

生徒たちの学びの環境が途絶えることのないよ

う、多面的に支援を行いました。 

 まずは、発災から１０日程度で桜十字ホール

やつしろに学びの場を設置いたしました。その

後８月からは、日奈久小学校及び日奈久中学校

の空き教室を利用して授業を再開することがで

きました。これらの対応策のため、会場の確保

や教室へのエアコン設置等の環境整備のほか、

通学手段として臨時的な経路でのスクールバス

運行や放課後子ども教室を実施いたしました。

また、被災した児童生徒の心のケアや被災世帯

に対する就学援助事業の新設などに取り組みま

した。 

 昨年１２月半ばには、本来の校舎に戻ること

ができましたが、現在も坂本地域に戻ることが

できていない児童生徒がいますので、地域以外

からも通学できるよう配慮したルートでスクー

ルバスを運行しております。 

 今後も児童生徒や地域の思いに寄り添った対

応を続けたいと考えております。 

 続きまして、本市教育振興基本計画に即した

４つの目標に基づき取り組みました事業につい

て説明いたします。 

 まず１点目、子どもたち一人一人の生きる力

の育成としましては、近年、不登校児童生徒の

増加が全国的な課題となっておりますが、本市

も例外ではなく、それに伴い適応指導教室くま

川教室の通級生も増加傾向にあることなどか

ら、令和２年度はくま川教室の指導員を２名増

員して１０名体制とし、支援・指導体制を充実

させました。 

 また、令和２年３月に策定しました八代市特

別支援教育推進計画の推進へ向け、教育サポー

トセンターの特別支援教育アドバイザーを１名

増員して２名体制とし、児童生徒一人一人のニ

ーズに応じた支援・指導の在り方について、学

校や保護者に対しての助言・援助を充実させて

います。 

 次に２点目、学校・幼稚園の教育力の向上と

しましては、ＧＩＧＡスクール構想実現の一環

として、国の補助金等を活用して学校内のネッ

トワーク環境整備を行いますとともに、新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を

活用いたしまして、児童生徒１人１台のタブレ

ットパソコンを整備いたしました。 

 これにより小中特別支援学校全校の普通教室

及び特別支援教室の情報ネットワークの無線化

等が完了し、インターネットへの接続を含めて

タブレットパソコンを活用した授業が実施でき

るようになりました。 

 今年度は特別教室や職員室等の無線化及び教

職員の１人１台タブレットパソコンの整備に取

り組んでおり、引き続き、ＩＣＴを活用した教

育の推進へ向けて環境整備に努めてまいりま

す。 

 次に３点目、社会全体の教育力の向上としま

しては、地域と学校が連携・協働し、幅広い地

域住民の参画をいただきながら、地域全体で子

供たちの学びや成長を支える環境づくりに取り

組んでおり、令和２年度は教育委員会に地域学

校協働本部を設置し、地域コーディネーターの

育成や各学校との情報の共有を図り、学校のニ

ーズに対応した様々な教育活動を実施いたしま

した。 

 また、学校運営協議会の設置など、国版コミ

ュニティ・スクールへの取組も進めており、地

域学校協働活動と連携して取り組むことで、地

域一体となって学校を支援する機運を醸成した

いと考えているところです。 

 ４点目、生涯を通じた学びの環境の充実でご

ざいます。人生１００年時代を迎え、市民一人

一人が生涯にわたって生きがいを持ち、心豊か
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な生活を送れるよう多様な学びの機会を提供す

ることが求められています。 

 しかしながら、令和２年度は新型コロナウイ

ルス感染症拡大や豪雨災害の影響により、博物

館の特別展覧会も４回中１回しか開催できない

など、社会教育施設の運営や成人式など、各種

事業の運営に大きな見直しが必要となりまし

た。 

 今後も引き続き、コロナ禍の中でも生涯学習

活動の場を提供できるよう、オンラインの活用

等も含めた事業の在り方について研究しながら

取り組んでまいりたいと考えています。 

 教育部といたしましては、第２期教育振興基

本計画や本年３月に策定されました総合戦略に

掲げました施策について、ＰＤＣＡに基づくマ

ネジメントサイクルを意識しながら、また、教

育を取り巻く情勢の変化にも対応しながら取り

組んでまいりたいと考えております。 

 今後も引き続き関係機関と連携を図りなが

ら、目標の実現へ向けて取り組んでまいります

とともに、現在策定中の第３期教育振興基本計

画に途切れることなく引き継いでいきたいと考

えております。 

 以上、令和２年度予算に対する決算の総括と

させていただきます。 

 この後、福本次長から主要事業の説明をいた

しますので、よろしくお願いいたします。 

○教育部次長（福本桂三君） おはようござい

ます。(｢おはようございます」と呼ぶ者あり）

教育部次長の福本です。 

 令和２年度教育部関係の歳出決算について説

明させていただきます。着座にて御説明しま

す。 

○委員長（中村和美君） どうぞ。 

○教育部次長（福本桂三君） 決算額等に関す

る説明は、中部長が総括で説明いたしましたの

で、私のほうからは、主要な施策の成果に関す

る調書の中から、教育部が所管する主な事業に

ついて御説明いたします。 

 それでは、調書の１４６ページをお開きくだ

さい。 

 まず、下段のＩＣＴ授業サポート事業です。 

 この事業は、ＩＣＴ授業サポーターが学校を

巡回し、教職員へのＩＣＴ機器の操作研修や授

業中の操作補助、また、授業における児童生徒

への指導・支援等を行うことにより、学校での

ＩＣＴ活用を推進していくものです。 

 決算額は１５２３万３０００円で、ＩＣＴ授

業サポート業務委託料でございまして、特定財

源は、全額ふるさと八代元気づくり応援基金繰

入金でございます。 

 今後の方向性は、児童生徒１人１台タブレッ

ト端末が昨年度配備された教師及び児童生徒に

対するＩＣＴ活用支援のニーズが高まっている

ことから、令和２年度のＩＣＴ授業サポーター

の４人体制から規模拡充とし、増員を図ること

で各学校におけるさらなるＩＣＴの効果的活用

を推進してまいります。 

 次に、１４８ページ上段の学校等管理運営事

業です。 

 この事業は、学校施設の維持管理、備品の整

備を行う経費でございます。 

 令和２年度は、これらに加え、新型コロナウ

イルス感染症対策として必要な物品等の購入を

行っております。 

 また、豪雨災害により被害を受けた八竜小、

坂本中の学びの場の確保として、桜十字ホール

の借り上げに係る経費や日奈久小中学校の空き

教室利用の際のエアコン設置に係る経費等を支

出しております。 

 決算額は３億８３８５万８０００円で、主に

学校事務員、用務員の人件費と光熱水費及び新

型コロナウイルス感染症対策のための物品購入

費でございます。また、不用額６２９２万３０

００円は、電力入札による光熱水費の減少など

によるものです。特定財源は、コロナウイルス
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感染症対策等の国・県支出金５９８１万６００

０円と体育館使用料等のその他特定財源５６１

万４０００円でございます。 

 今後の方向性は現行どおりとし、学校施設の

維持管理に必要な経費の確保と感染症対策を引

き続き行ってまいります。 

 次に、下段の学校通学関係事業です。 

 この事業は、遠距離等により通学が困難な児

童生徒に対し、スクールバスの運行や通学に要

する経費の補助を行うことにより、安全・安心

な通学環境を確保するものでございます。 

 令和２年度にスクールバスを運行した学校

は、小学校８校、泉中学校、八代特別支援学校

と、令和２年７月豪雨の被害で公共交通機関で

の通学が困難となった坂本中の計１１校でござ

います。うち、二見小においては、タクシーで

の送迎を行っております。また、鏡小に関しま

しては、旧鏡西部小が鏡小に統合されたことに

より、令和２年度より運行を開始しておりま

す。 

 さらに、新型コロナウイルス対策として、３

密回避の観点から、令和３年３月から八代特別

支援学校において、スクールバスを２台増便し

て運行しております。 

 このほか、令和２年度は八竜小、東陽小、八

代特別支援学校のスクールバスを買い換えてお

ります。また、宮地小及び坂本中におきまし

て、乗合タクシー等の公共交通機関の定期券購

入に対する補助を行っております。 

 決算額は９２３０万５０００円で、主に運行

業務委託料、運転手賃金、燃料費、車検、修繕

料及び新規車両の購入経費でございます。ま

た、不用額６６３万６０００円は、スクールバ

スの購入に係る入札残と修理代の減少及び豪雨

災害による坂本中生徒の遠距離通学補助金の減

少などによるものでございます。特定財源は、

国・県支出金５０６万５０００円と地方債１０

３０万円でございます。 

 今後の方向性は現行どおりとし、スクールバ

スの安全な運行に努めるとともに、状況の変化

に対応した運営を念頭に置き、必要な通学手段

の確保を行ってまいります。 

 次に、１４９ページ上段の学校等施設整備事

業でございます。 

 この事業は、小中特別支援学校・幼稚園の施

設について、安全・安心で快適な教育環境を提

供するため、緊急対応が必要な修繕や機能維持

及び向上のための施設整備を行うものです。 

 令和２年度の決算額は１億５４４７万円で、

小学校施設整備事業として７７９７万２０００

円、中学校施設整備事業として６０９６万７０

００円、特別支援学校施設整備事業として３７

２万４０００円、幼稚園施設整備事業として１

１８０万７０００円となっております。その主

なものは、代陽小学校、第六中学校の特別教室

棟屋上防水改修工事や太田郷幼稚園遊戯室の耐

震改修工事などです。 

 学校施設は、その６５％以上が築３０年以上

を経過し、老朽化が進んでおり、大規模な改修

が必要な建物や設備が増加しております。ま

た、小学校３５人学級への対応や誰もが利用し

やすい学校施設とするためのバリアフリー化、

省エネ対策としての照明器具ＬＥＤ化などの社

会的要請に応える施設整備についても計画的に

進めていく必要があることから、今後の方向性

としては規模拡充としております。 

 次に、下段の学校等非構造部材耐震化事業で

す。 

 この事業は、地震時における児童生徒等の安

全及び災害時の避難所機能を確保するため、小

中特別支援学校・幼稚園の外壁、つり天井、照

明器具、ガラスなどの非構造部材について、落

下防止対策などを行うものです。 

 令和２年度は、小学校、中学校それぞれ２校

について、校舎外壁等劣化状況の調査点検、ま

た、幼稚園遊戯室３園のつり天井、照明器具の
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改修工事を行いました。 

 決算額は４６６８万８０００円で、特定財源

は国の交付金７７８万２０００円、地方債１５

１０万円でございます。翌年度への繰越額８６

９０万７０００円は、令和３年３月議会にて予

算計上した小学校５校、中学校１校の図書室、

昇降口ホール等のつり天井、照明器具の落下防

止対策工事です。令和３年５月に契約しまし

て、夏休みを中心に工事を実施しまして、１１

月に完成する予定でございます。 

 今後の方向性としては、規模拡充としており

ます。体育館等の天井等落下対策は令和元年度

に完了し、令和２年度から校舎の外壁調査点検

を開始しております。 

 今後は、その結果に基づく外壁や校舎内の天

井材、照明器具等の非構造部材耐震化を計画的

に進めていくこととしております。 

 次に、１５０ページ上段の学校支援職員配置

事業です。 

 この事業は、学校現場の現状として、教職員

だけでは児童生徒の支援や図書館運営等に関し

て人的な不足がありますことから、学校図書館

支援員、特別支援教育支援員、生徒指導支援員

などを配置し、きめ細かな教育の推進を行うも

のです。 

 また、令和２年度は新型コロナウイルス感染

症対策分として、学校の臨時休業に伴い、長期

休業日に実施された授業日に学校支援職員を配

置するとともに、消毒活動や教職員の業務補助

等を行うスクール・サポート・スタッフの配置

を行っております。令和２年度の支援職員の配

置状況は、学校図書館支援員が２５人、特別支

援教育支援員が６８人、生徒指導支援員６人、

幼稚園保育支援員６人、看護師５人など、合計

１５１人でございます。 

 決算額は１億３７６５万１０００円で、今後

の方向性は現行どおりとし、学校の実態を把握

した上で継続して支援員を配置していきたいと

考えております。 

 次に、下段の学校教材充実事業です。 

 この事業は、各種学力テストの実施、教師用

教科書・指導書・デジタル教科書の整備等を行

うことにより、確かな学力を育むことを目的と

する事業でございます。 

 決算額は１億４２５万５０００円で、特定財

源は県支出金が２２万３０００円、ふるさと八

代元気づくり応援基金繰入金などのその他の特

定財源が２８１６万６０００円となっておりま

す。 

 今後の方向性は規模拡充とし、タブレット端

末の整備に伴う学びの環境の変化に対応すべく

中学校デジタル教科書の導入を行うなど、デジ

タルコンテンツを積極的に整備することで、子

供たち一人一人の教育的ニーズや学習状況に応

じたきめ細かな指導につなげていきたいと考え

ております。 

 次に、１５１ページ下段の要保護・準要保護

就学援助事業です。 

 この事業は、経済的な理由により就学困難と

認められる児童生徒や特別支援学級に在籍する

児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため

に、就学に必要と認められる学用品費、修学旅

行費、新入学用品などの経費について援助を行

うものです。 

 就学援助を受けた児童及び生徒数は小学校９

１４人、中学校５５６人、また、特別支援教育

就学奨励費の対象となった児童及び生徒数は、

小学校２５７人、中学校８４人で、合わせた支

給額は小学校が３１４６万９０００円、中学校

が３１７８万８０００円で、決算額は６３２５

万７０００円となっております。不用額の３３

６２万７０００円は、対象となる児童生徒数が

見込みより少なかったことに加え、就学援助費

の支給対象となる修学旅行が新型コロナウイル

ス感染症の影響により、日程短縮、または翌年

度へ延期され、支給額が大幅に減少したためで
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ございます。特定財源は、国の交付金等６００

万６０００円で、今後の方向性は現行どおりと

し、引き続き、経済的な理由による就学困難な

児童生徒を援助してまいります。 

 次に、１５３ページ上段のパソコン教育推進

事業です。 

 この事業は、児童生徒にパソコン等の情報機

器に接する機会を提供し、教育におけるＩＣＴ

活用を推進し、授業展開できるよう環境整備を

行い、分かりやすく質の高い授業を実現するた

め、市内各学校にパソコン等を配備するもので

す。令和２年度は、国が進めるＧＩＧＡスクー

ル構想に基づき、小中特別支援学校の普通教

室、特別支援教室にアクセスポイントの設置や

校内ネットワーク環境整備を行いました。 

 決算額４億７４１３万８０００円は、校内ネ

ットワーク環境整備に係る工事請負費とパソコ

ン２４５４台分のリース料及び機器点検料でご

ざいます。不用額１億１５６５万３０００円

は、校内ネットワーク工事請負費の予定価格の

減少と入札残によるものです。特定財源は、校

内ネットワーク整備に係る国補助金１億５７０

８万４０００円と地方債１億２５８０万円でご

ざいます。 

 今後の方向性は規模拡充とし、国のＧＩＧＡ

スクール構想に基づき、今後もＩＣＴ機器の充

実を進めてまいります。 

 次に、１５４ページ上段の新型コロナウイル

ス感染症対策事業、学校端末整備です。 

 この事業は、国が進めるＧＩＧＡスクール構

想の実現のため、小中特別支援学校の児童生徒

への１人１台タブレットＰＣの整備及び導入支

援としての経費が主なものでございます。新型

コロナウイルスの影響で、学校が臨時休業とな

ったことから、構想の整備計画が前倒しとな

り、令和２年度内での整備となりました。児童

生徒１人１台タブレットＰＣの実現に必要な台

数７８４０台を整備し、児童生徒が安全・安心

にタブレットＰＣを使用できるよう、フィルタ

リングのソフトも購入しました。また、初期導

入の支援として、ＧＩＧＡスクールサポーター

を６名、６か月間雇い、タブレットＰＣの初期

設定やマニュアル作成などの業務を行ってもら

い、教職員の負担軽減を図りました。 

 決算額は６億４２２１万６０００円で、不用

額１６８９万８０００円はタブレットＰＣなど

機器購入の入札残でございます。特定財源とし

て、全ての経費に国補助金を充当しておりま

す。本来本事業の実施内容は、先ほど御説明し

たパソコン教育推進事業の一環と言えるもので

ございますが、新型コロナウイルス感染症対策

として予算を補正しましたことから、事業を区

分したものでございます。 

 今後の方向性は完了とし、購入した機器類の

保守については、今後はパソコン教育推進事業

において対応してまいります。 

 次に、下段の学校等施設トイレ改修事業で

す。 

 この事業は、教育環境の改善と快適な学習環

境を確保するという観点から、トイレの洋式化

及び給排水管等の内装の改修を計画的に行うも

のです。令和２年度に本事業をスタートし、小

学校２校及び中学校１校の改修工事設計業務委

託を行いました。 

 決算額は１３２５万５０００円で、特定財源

は地方債１２５０万円です。 

 今後の方向性としては、令和２年９月１日現

在、本市の洋便器率が４１％と、全国平均の５

７％、熊本県平均の４８.４％に比べ下回って

いるため、今後５年間で熊本県平均を上回るこ

とを目標に、トイレ改修を実施していきたいと

考えておりますことから、規模拡充といたして

おります。 

 次に、１５５ページ下段の不登校児童生徒の

適応指導事業でございます。 

 この事業は、適応指導教室くま川教室を開設
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し、不登校状態にある児童生徒に対して、教職

経験豊かな指導員による学習指導や個別及び集

団での活動を通して適応指導などを行い、学校

復帰や社会的自立を支援するものでございま

す。 

 令和２年度は、体験入級など一時的な通級者

を含め３０人の児童生徒が利用し、在籍校へ部

分的に登校ができた生徒が２２人、完全に学校

へ復帰した生徒が８人でございました。令和元

年度と比較しますと、在籍校へ部分的に登校、

または完全復帰した生徒が大幅に増加し、緩や

かな循環型の適応指導教室の役割を果たすこと

ができております。 

 決算額は１２１６万８０００円で、その主な

ものは指導員１０人分の報酬及び空調機設置の

工事請負費です。 

 今後の方向性は現行どおりとし、老朽化した

施設の整備充実を進めるとともに、児童生徒の

見学、入級希望につきましては、関係学校、本

人、保護者と連携を図り、丁寧な対応を行って

まいります。 

 次に、１５８ページ上段の準要保護就学援助

事業です。 

 この事業は、先ほど説明しました要保護・準

要保護就学援助事業と同様に、経済的な理由に

より就学困難と認められる児童生徒の保護者に

対し、学校給食費の援助を行うものでございま

す。 

 決算額は６８５８万４０００円で、内訳は通

常分としまして６７６５万円、小学生、中学生

合わせまして１４９２人に援助を行っておりま

す。また、令和２年度は、新型コロナウイルス

感染症対策事業分として、３９万７０００円、

小学生、中学生合わせまして８人に援助を行

い、豪雨災害分として５３万７０００円、小学

生、中学生合わせまして１４人に援助を行って

おります。不用額３０４１万４０００円は、新

型コロナウイルス感染症の影響で４月、５月の

学校の臨時休業により給食がなかったことと、

対象となる児童生徒数が当初見込みより少なか

ったためでございます。 

 今後の方向性としては現行どおりとし、子供

たちの健全な発育のために、引き続き事業を継

続してまいります。 

 次に、１５９ページ下段の学校・家庭・地域

の連携協力推進事業です。 

 この事業は、地域の人材を活用して地域全体

で未来を担う子供たちの学びや成長を支える事

業で、様々な学校協力活動、放課後子ども教室

及び地域未来塾を実施しております。 

 令和２年度には、八代市地域学校協働本部を

教育委員会内に立ち上げ、地域コーディネータ

ーを中心に学校のニーズに対応した様々な教育

活動を継続しつつ、より一層発展させるため

に、各学校との情報共有や連携を図りながら協

働活動を進めてまいりました。これにより、市

内３９校のうち、２８の小中特別支援学校にお

いて取組がスタートし、コロナ禍の影響はあっ

たものの、地域の協力により様々な体験活動や

学習活動、環境整備などの学校活動の支援が行

われております。 

 特に放課後子ども教室については、７月豪雨

で通学路が被災した八竜小児童２０人に対し、

一時的に間借りしていた日奈久小においてスク

ールバスの待ち時間に合わせ実施いたしまし

た。 

 決算額は２６５万８０００円で、コーディネ

ーターや学習支援員への謝礼が主なもので、特

定財源として県補助金１６９万４０００円を活

用しています。不用額１０４万６０００円につ

きましては、新型コロナウイルス感染防止のた

め、コーディネーター等の活動が抑えられたこ

とによる報償費の執行残が主なものでございま

す。 

 今後の方向性は、学校と地域が連携協働し、

幅広い地域住民の参画を得ながら、子供たちの
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成長を支えていくことで、学校を核とした地域

づくりを目指して、令和４年度までには市内全

ての小中特別支援学校での実施を目標としてい

るため、規模拡充としております。 

 次に、１６３ページ上段の博物館特別展覧会

事業です。 

 この事業は、市民が優れた芸術作品や貴重な

歴史資料に親しむ機会を提供し、文化への関

心、創作意欲を高めるとともに、郷土愛を育む

ため、年４回各展覧会のテーマに即して開催す

るものでございます。 

 決算額は２８８万６０００円で、その主なも

のは展示会の運搬料やポスター・チラシの印刷

代などでございます。特定財源７０万５０００

円は、観覧料と図録販売収入でございます。令

和２年度に開催を予定しておりました４つの展

覧会のうち、春・夏・秋の３つの展覧会につき

ましては、開催の準備はそれぞれ行っておりま

したが、新型コロナウイルス感染防止に伴う博

物館の臨時休館や７月豪雨災害等の影響によ

り、開催を中止といたしました。唯一開催する

ことができました冬の展覧会では、八代妙見祭

の出し物の笠鉾蘇鉄と笠鉾西王母を紹介した笠

鉾大解剖３（スリー）を開催し、笠鉾自体の構

造や組み立て方、魅力的な装飾の数々、また、

伝統を受け継いできた町の人々の記録など、そ

の思いを感じることができる品々を展示いたし

ました。 

 新型コロナの影響もあり、例年の約半分の１

１１８人の入館者となりましたが、久々の展覧

会ということもあり、ほとんどの方が満足した

とのアンケート結果でございました。 

 本事業の今後の方向性は現行どおりとし、豊

かな生涯学習活動の推進及び郷土八代への愛情

をさらに育むため、引き続き、魅力ある展示を

企画してまいりたいと考えております。 

 続きまして、別冊の一般会計歳入歳出決算書

により、主な流用について説明いたします。 

 まず、決算書１８５ページ上段の款９・教育

費、項２・小学校費、目２・教育振興費の備考

欄にございます１７節・備品購入費より１０

節・需用費へ流用４３５万３０００円は、小学

校で使用しているタブレットＰＣで、バッテリ

ー消耗の激しいものがあったため、その対応策

として、急遽モバイルバッテリーを購入する必

要があり、流用したものでございます。 

 次に、１８９ページ中段の項４・特別支援学

校費、目１・学校管理費の備考欄にございます

１７節・備品購入費より１２節・委託料への流

用５０万２０００円は、新型コロナウイルス感

染防止で密を避けるため、急遽スクールバスを

増便して運行する必要があり、流用したもので

ございます。 

 次に、１９３ページ一番上の項６・学校給食

費、目１・学校給食費の備考欄にございます１

０節・需用費より１７節・備品購入費への流用

１６９万４０００円は、新型コロナウイルス感

染防止に係る小中学校の臨時休業により夏季休

暇が短縮され、夏場の学校給食提供期間が通常

よりも長くなったため、調理員の熱中症対策と

して、急遽スポットクーラーを整備する必要が

あったため、流用したものでございます。 

 次に、同じく１９３ページ下段の項７・社会

教育費、目２・公民館費の備考欄にございます

１２節・委託料より１４節・工事請負費への流

用１２０万２０００円は、八代市公民館の自家

用電気工作物から千丁コミュニティセンター、

千丁図書館へと送る高圧ケーブルが地下送電路

内で水没し故障したため、その復旧工事のため

の流用でございます。 

 次に、１９７ページ一番上の項７・社会教育

費、目５・博物館費の備考欄にございます１２

節・委託料より１７節・備品購入費への流用１

０１万１０００円は、博物館内の非常放送設備

機器が故障し、急遽購入する必要があったため

の流用でございます。 
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 後に、不用額につきましては、主要施策調

書の説明の中で説明をいたしましたが、その他

の主なものについて、歳入歳出決算書で御説明

いたします。なお、金額につきましては、千円

未満を切り捨てております。 

 まず、決算書の１７９ページ下段の項１・教

育総務費、目２・事務局費、節２０・貸付金４

３２万円の不用額は、奨学資金の貸付けについ

て、過去の実績から新規８人、継続５人分の貸

付けを見込んでおりましたが、新規１人、継続

３人にとどまったため、貸付額が当初の見込み

を下回ったものでございます。 

 次に、１８７ページの項３・中学校費、目

２・教育振興費、節１・報酬８１１万８０００

円の不用額は、新型コロナウイルスの影響によ

り新規ＡＬＴの来日が白紙になったことが主な

ものでございます。 

 次に、同じく１８７ページの節１８・負担金

補助及び交付金１５６６万８０００円の不用額

は、新型コロナウイルスの影響により、中体連

が駅伝競技を除き中止となったことが主なもの

でございます。 

 次に、１９１ページ下段の項６・学校給食

費、目１・学校給食費、節１８・負担金補助及

び交付金２６３６万２０００円のうち、主な不

用額は、公益財団法人八代市学校給食会におい

て職員募集を行ったものの応募がなかったこと

及び年度途中で退職者が２名あり、人件費に不

用額が生じたことが主なものでございます。 

 次に、１９３ページ中段の項７・社会教育

費、目１・社会教育総務費、節１８・負担金補

助及び交付金３８１万円の不用額は、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、令和２年度に

予定されていた第４９回熊本県人権教育研究大

会が延期され、令和３年度に開催されることと

なったことが主なものでございます。 

 以上、教育部が所管します決算についての説

明とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） まずはですね、調書

の１５５ページ下段、不登校児の適応指導事業

というところで、実績を上げられているという

ふうに伺っております。 

 実際、くま川教室がかなり手狭になったとい

うのが大分前から言われてますね。その辺の改

修の見込みとか、そういうのがあるのかなとい

うのがちょっとあるのと、１５９ページの下段

の学校・家庭・地域の連携協力推進事業。様々

な取組がされてるということだったんですが、

具体的にどういうことをされたのかというのを

教えていただきたいと思います。 

○教育サポートセンター所長（入佐正夫君） 

 失礼いたします。八代市教育サポートセンタ

ー所長の入佐と申します。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 今、委員御質問の件について御説明いたした

いというふうに思います。 

 くま川教室につきましては、令和２年度ので

すね、報告がございましたけれども、緩やかな

循環型の適応指導教室ということで、その役割

をですね、今果たすことができております。 

 そして、皆様御承知のとおり、くま川教室の

施設は、旧八代うしお保育園が母体でありまし

て、令和２年度に築６０年を迎えております老

朽化した施設であることは間違いございませ

ん。そして、通級している生徒も年々増加して

いる傾向にありまして、令和元年度３８人で、

令和２年度が３０人、そして、令和３年度９月

末現在で、本年度ですが、には２４人というと

ころで推移をしているところです。ですから、

平均しますと３０名を超えるというような通級

生が、ここ数年続いております。 

 その中で、確かに手狭な状況にあるというの

は事実でございます。教室が２教室、そして、
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もう一つプレールームといいまして、２教室分

の広さがある教室がありますが、この３教室を

主に学習の場というところで使っております。

今現在、その３教室を中心にしながら学習を進

めておりまして、今後のこととしまして、通級

生が増えてくると当然ですね、やはり教室増と

いうのが必要になってまいりますから、現施設

ではなかなか難しいことになります。 

 そこで、将来的には新しいといいますか、次

のですね、施設が必要になってまいります。た

だ、くま川教室は適応指導教室でありますもの

ですから、条件がございます。閑静な環境であ

ること、それと八代市広域からやってまいりま

すので、交通の利便性が必要であること。そう

いう部分がございますので、そうそう簡単にで

すね、適当適切な候補地というのは見つかるこ

とがなかなか難しい現状がございます。しか

し、現在としましては、その候補地になるよう

なところをですね、少しずつ今検討をしてまい

っているところです。近い将来はそういう施設

が見つかりましたら、そちらのほうに移転をす

るという方向性を持っております。 

 以上でお答えといたします。 

○理事兼生涯学習課長（田中智樹君） 生涯学

習課の田中でございます。よろしくお願いしま

す。 

 委員お尋ねの１５９ページの学校・家庭・地

域の連携協力推進事業、具体的な活動はどうい

うものがあるのかというお尋ねでございますけ

ども、まず、様々な学校協力活動といたしまし

ては、授業でのゲストティーチャーとしての招

聘をされての授業の補助だとか、学校菜園での

活動ですとか、給食支援とか、クラブ活動での

講師との連絡調整というかですね、そのような

活動をされております。また、中学校のほうで

は、立志式の協力だとか、職業講話への協力

等、また駅伝大会、中距離大会とか、そのよう

な学校活動への協力ということもされておりま

す。 

 このほかに小学校では、放課後子ども教室と

しまして、放課後の時間を使った子供たちへの

対応だとか、中学校では、地域未来塾としまし

て、学習指導活動をそれぞれ行っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかございません

か。 

○委員（大倉裕一君） まず、学校等非構造部

材耐震化事業なんですけど。 

○委員長（中村和美君） 何ページですか。 

○委員（大倉裕一君） 成果の１４９です。 

 あと何校残っとっとですかね。 

 外壁のほうは今から点検をしてということで

書いてありますけども、どういった状況でしょ

うか。 

○教育施設課長（竹下圭一郎君） 教育施設課

の竹下でございます。 

 非構造部材の耐震化の工事につきましては、

今年に繰り越した分で工事関係は一応終わりと

いうことになります。６メーター以上の天井高

で２００平米以上の面積を有するところが、工

事のほうは完了ということになっております。 

 外壁の点検でございますが、令和２年度から

開始いたしまして、１０年間を目標に全学校を

行う予定です。その後、再度２巡目を行うとい

うふうな形で外壁の点検業務委託は行っていく

予定になっております。 

 以上、お答えです。 

○委員（大倉裕一君） 今後の方向性の中では

規模拡充という評価をされているんですけど、

この規模拡充というのは外壁の対応という形に

なるんですか。そこを確認させてください。 

○教育施設課長（竹下圭一郎君） 外壁の調査

をしました結果ですね、外壁等に工事とか、そ
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ういう必要性が出たときは対応していくという

ところで規模拡充としているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 関連で。同じ学校等

非構造部材耐震化事業のほうですね。ちょっと

数校ですけど、体育館の中を見せていただいた

ところがあります。その中で、照明がまだ水銀

灯が残ってたところがあってですね。一緒にＬ

ＥＤ化はされなかったのかなというふうに思い

まして、照明のＬＥＤ化は必須ではなかったん

でしょうか。 

○教育施設課長（竹下圭一郎君） 当時の工事

のときはですね、ＬＥＤ化というのは決まって

なかった状況でございます。一応、今後の予定

としまして、水銀灯が残っている体育館につき

ましては、来年度から一応取替えをできればと

いうところで検討しているところでございま

す。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかはございません

か。 

○委員（大倉裕一君） すいません。 後、不

用額の説明の中で、学校給食会職員の減少に伴

う不用額ということで、説明が決算書の１９１

ページだったと思うんですけど。まず、辞めら

れた原因というのは何か、説明できますか。 

○理事兼教育政策課長（松川由美君） 教育政

策課、松川でございます。 

 今、給食会で辞められた方の理由ということ

でございますが、今ちょっと把握しておりませ

んので、ちょっと至急調べさせて回答させてい

ただきます。申し訳ございません。 

○委員（大倉裕一君） 募集を行ったけども、

募集がなかったということも先ほど説明があっ

たというふうに思うんですけど、人が減られて

る中でどういった対応をされたんでしょうか。 

○理事兼教育政策課長（松川由美君） まず、

先ほどのお答えでございますが、お辞めになら

れた方の理由としましては、御家庭の介護だっ

たりとかでお辞めになったというふうにお聞き

をしているところでございます。 

 辞められた方への補充につきましては、常時

ですね、ハローワークのほうに出したりとか、

あと今お勤めの方に誰か知人の方でですね、勤

めてもいいという方いらっしゃらないかという

ような投げかけは常時しているところでござい

ます。それで、数名ですね、年間に応募してこ

られる方もおられるところです。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） これ、何か月続いたん

ですかね、人が少なかったというところ。学校

給食はきちんと提供はされたんだと思いますけ

ど、非常に心配するところですので、もう少し

詳しく御説明いただければと思います。 

○委員長（中村和美君） 何か月空きがあった

か。いいですか。 

○理事兼教育政策課長（松川由美君） すみま

せん、もう一回確認でございますが、何か月空

白ができたかということのお尋ねでしょうか。

すみません。（委員大倉裕一君「はい」と呼

ぶ）そこは、すみません。学校給食会のほうに

確認をさせていただきたいと思います。 

 あとは、学校給食会のほうが４センターです

ね。あと単独校１つ調理場をしておりますの

で、その中で少し職員のやりくりをしたりして

対応しているところでございます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） 決算書のですね、１
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８５ページ、流用の件でタブレットＰＣのバッ

テリーの状態、もうちょっと詳しく教えていた

だいてよろしいですか。 

○理事兼教育政策課長（松川由美君） タブレ

ットパソコンにつきましては、これまでもグル

ープ分けをしまして、３グループに分けてパソ

コンを入れてきております。 

 私どものほうで、呼び名が第１系統、第３系

統、第４系統というふうに呼んでるんですけれ

ども、今回パソコンを１人１台にということで

導入しましたけれども、それまで使っておりま

した第１、第３単位のそれも使うと。それを使

って、児童生徒に全体に渡すということになり

ましたもんですから、正直、新品の今回購入し

たものを持ってる子供さんと、これまで整備し

てた分を持ってる子供さんがいる。その中で、

第１系統が一番古くて５年間ぐらいたってる。

あと第３と第４が３年と２年というふうになっ

てましたもんですから、ちょっと古いものにつ

きましては、こちらが想定しておりましたバッ

テリーの消耗度がすごく衰えてる部分がありま

したので、すぐ電源が切れてしまうというよう

な状況が、実際使ってみて初めてわかったとい

うようなことで、そういうパソコンの消耗度が

激しいものについてモバイルバッテリーを購入

したという経緯でございます。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） すいません。今の回

答の中で、第１、第３、第４の台数を教えてく

ださい。 

○教育政策課主幹兼学校管理係長（松本 豊

君） 教育政策課の松本でございます。 

 先ほど、うちの課長のほうから御説明があり

ました第１、第３、第４の児童生徒のタブレッ

トの数でございますけれども、第１系統が７７

６台、第３系統が３９５台、それと第４系統が

２９０台と、今回新しく入れましたのが７８４

０台ということで、合計の９３０１台というこ

とになっております。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） 今回、モバイルバッ

テリーを入れられたということで、この台数は

どのくらいぐらいだったんですかね。 

○教育政策課主幹兼学校管理係長（松本 豊

君） お答えします。 

 今回導入しましたモバイルバッテリーですけ

れども、３３９台でございます。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） そうしますと、５年

たった分の約半数にモバイルバッテリーを使っ

たということになります。これが、あと３年が

残ったもの、２年が残ったもの合わせると相当

数上がってきますけど、今後の対応どういうふ

うに考えられてますか。 

○教育政策課主幹兼学校管理係長（松本 豊

君） お答えをいたします。 

 モバイルバッテリーが３３９台、今一番古い

部分に回してますけれども、その部分につきま

しては、来年度入替えの予定になっておりま

す。 

 そうしますと、そのバッテリーの部分につき

ましては、第３系統のほうが３９５台あります

ので、そちらのほうに随時動かせていただく

と。 

 当初、バッテリーの持ちといいますのが、通

常に使うと、そこまでバッテリーは消耗しない

んですけれども、今までのパソコンというのが

パソコン室に常時設置をしてありまして、常に

電源を差し込んだ状態で使ってたもんですか

ら、ちょっと消耗が激しくなっていくというこ

とでございました。使い方によっても、そのバ

ッテリーの消耗が悪いということになってます

んで、入替えをしたら、次、古いところにその

モバイルバッテリーを配付していくということ

にしております。 

 以上です。 
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○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） ３点ほど。１４８ペー

ジの学校等管理運営事業、不用額が６２９２万

３０００円と。これは電力入札残が主って言わ

れたんですが、これは、この入札制度をしたの

は何年からなんですか。 

○教育政策課主幹兼学校管理係長（松本 豊

君） お答えをいたします。 

 財産経営課のほうが電力入札のほうを行って

いるんですが、すいません、アバウトなんです

が、１０月か１１月ぐらいから新しい電力会社

のほうでいったということでお伺いしておりま

す。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） 令和２年度からという

ことですね。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。

次、どうぞ。 

○委員（橋本幸一君） １５４ページの学校等

施設トイレ改修事業。これ、よく保護者の方か

ら要望を受けるっていうんですか、特に入学し

てからすぐ、子供たちが非常にやっぱり洋式ト

イレに慣れてなくてということで、よく相談を

受けるんですよ。これはやっぱり、確かに財源

的な問題もあると思うんですが、例えば、下水

道の整備が遅れとるとか、やっぱりそういうこ

とも影響してるんですか、どうなんですか。実

際いって、単なる財源的な部分だけなんです

か、要因として。 

○教育施設課長（竹下圭一郎君） １５４ペー

ジのトイレ改修事業のところでしょうか。（委

員橋本幸一君「そうですね」と呼ぶ）これは、

下水道とかというよりもですね、学校の校舎内

のトイレ自体の改修ということになります。 

 内容としましては、今、和便器といいます

か、しゃがんでするトイレ、そういうのがある

んですけど、それを全部洋式トイレにしてしま

います。 

 あと、水洗いで今じゃかじゃかしておるんで

すけど、そういうのを拭き取り、乾式で、もう

雑巾がけみたいな拭き取りができるようにつる

んとしたり、あとは配管ですね、トイレの配管

とかを変えるということをメインとして考えて

おります。 

 下水道とか浄化槽というところは、あまりそ

こが今のところ影響がなくて、施設的に古いか

古くないかというところで進めていくというと

ころで考えております。 

 以上でございます。 

○委員（橋本幸一君） じゃ、私が言うのは単

純に和式を洋式に便器だけ変えるという、やっ

ぱりそういう部分じゃなくて、結局、その配管

の部分で非常にやっぱり高額になってくる。や

っぱりその辺がかなりネックになってるという

ことですね。分かりました。 

 もう一つ。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○委員（橋本幸一君） １５９ページ、先ほど

の学校・家庭・地域の連携協力推進事業の、先

ほど質問ございましたが、令和４年まで全ての

活用目標に上げているということでございます

が、今されていない学校の、原因といいます

か、どういうことでこの事業を活用されてない

か、要因は何ですか。 

○理事兼生涯学習課長（田中智樹君） 生涯学

習課です。お答えします。 

 現在ですね、令和３年度の現状況では、大体

１００％までいっております。このときには市

内の３９校中、２８校が令和２年度末で実施し

てございました。その後、令和３年度に入りま

して、引き続き、学校訪問とかを繰り返しなが

ら事業の説明を、校長先生か、教頭先生あたり

にも説明をいたしまして、理解を得ておりまし
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て、令和４年度で１００％を目指すところだっ

たんですが、令和３年度中にはもう１００％に

というようなところで、今のところ見込んでお

ります。 

○委員（橋本幸一君） できれば説明で、じ

ゃ、もう令和３年度で達成しましたと言ってほ

しかったですね。結構です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） １５０ページの学校

支援職員配置事業ということですけど、新型コ

ロナ感染対策分ということで、令和２年度、大

変現場の先生方もですね、その消毒ほかも助か

ったという話を聞いてるんですけど、今年はそ

の配置が、特に消毒に関してはないというふう

に聞いてます。 

 対応についての方向性が現行どおりというふ

うになってるんですが、今後入れられるとか、

対応のほどは考えられてないでしょうか。 

○学校教育課長（髙嶋宏幸君） 失礼します。

スクール・サポート・スタッフの件でございま

すけれども、そこは令和２年度のとき、消毒作

業等をかなり綿密にするようにという文部科学

省のＱ＆Ａ等がありました関係で、消毒作業等

をしてまいりました。 

 今、消毒作業等がですね、特定の消毒をする

よりも掃除をしっかりするようにというような

こと。そして、１日１回程度、大人数が触れる

ドアノブとか、そういうところをするようにと

いうことで、かなり軽減というかですね、そう

いうふうにシフトをしてきております関係で、

令和２年度つけておりましたスクール・サポー

ト・スタッフですけれども、令和３年度はつけ

ていないと。なお、県費ということでですね、

スクール・サポート・スタッフは１０人ほどつ

いてはおります。 

 以上でよろしいでしょうか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい、分かりまし

た。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○理事兼教育政策課長（松川由美君） 先ほど

の大倉委員さんの学校給食会の辞められた方の

期間についての御回答でございます。 

 辞められましたのはお二人ですね。３月でお

辞めになっておられます。その後、４月からま

た新たに臨時の方を採用して入れているという

ことでございますが、正職員の方が２人辞めら

れて、臨時の方が２人入られたということで、

数的には変わらないんですけども、給料がちょ

っと差がありますもんですから、不用額として

出てきたということでございます。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） 大倉委員よろしいで

すか。 

○委員（大倉裕一君） ということは、３月か

ら４月に、もうこの３月に辞められて４月に補

充ということですので、減員の間、その期間と

いうのはなかったということで判断していいん

ですか。 

○理事兼教育政策課長（松川由美君） 期間的

には間が空いたということはありません。予算

上ですね、正職員で予算組みをしてたんです

が、実際４月に入って働いていただいた方は臨

時だったということで、不用額ということにな

りました。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 金額がすごく大きいん

ですけど、その中の一部ということで理解をす

べきなのか、どれぐらい差額が出たんでしょう

か。 

○理事兼教育政策課長（松川由美君） 差額と

いうのはちょっと手元のほうにないんですけれ

ども、費目でいいますと、調理員さんの給料が

６２４万４０００円、臨時の方の賃金が１２１
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５万４０００円、福利厚生費で５１０万３００

０円、それとあと保険料で７０万５０００円と

いうふうに聞いております。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） いや、その差額という

のが分からないんですけど、今の説明。正職で

幾ら、臨時さんが幾らというふうなお答えをい

ただくと、その差額になるんだと思いますが。

後で大丈夫です。 

○委員長（中村和美君） じゃ、後でいいです

か。よろしくお願いします。 

○理事兼教育政策課長（松川由美君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 学校施設のトイレ改

修の分ですね。洋式化は、本当に全国的にも遅

れているというのも、あともう生活様式が洋式

になっているというようなことから、使ったこ

とがないという施設がほとんどだと思いますよ

ね。和式については。これについては規模拡充

というふうなことにもなっているので、進めて

いただきたいのと、あと学校施設によって、ト

イレが足らないというところもあるんですよ

ね。２学年で１つのトイレを使ってたりとか、

そういうのがあるんで、そういうところの改修

をぜひ急いでいただきたいと思います。お願い

します。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 学校等非構造部材の耐

震化事業ですけど、これから外壁関係に入って

いかれるということでありました。学校が一番

ですね、安全な場所でなければならないという

ふうに思っております。計画を立ててという形

になるのかもしれませんけど、集中的にです

ね、避難所にもなるわけですので、しっかりと

対応していただきたいと。短期間で対応してい

ただくような姿勢を見せていただければという

ふうに思っております。 

 それから、学校給食のほうですけれども、給

食調理員さんのやはり手が足りないと、なかな

か子供たちの給食の提供というところに影響が

出かねないというようなところもあります。 

 近年ですかね、熱中症対策とか対応等も取っ

ていただいているようでありますけども、現場

の調理員さんとかとの意見交換とかですね。あ

と、今回は介護が必要になってというような、

急な、お辞めになければならないような家庭の

事情等も出てくることも、今回のような場合あ

るかと思います。また、今回はたまたま補充員

さんがうまく見つかったというようなこともあ

りましたけども、こういったところへの対応で

すね、今んところ、うまく回っているのかなと

いうふうに評価させていただきたいと思うんで

すけど、その辺りも丁寧なしっかりとした対応

をお願いしておきたいというふうに思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 先ほど、くま川教室の

話、出たんですが、以前視察行ったときです

ね、やはり先ほど教育サポートセンター所長言

われましたが、この閑静なという、やっぱり子

供たちの、あの環境というのが非常にくま川教

室にはまた役立っているという、そういうこと

をお聞きしました。 

 だからですね、恐らく今後、改修なり、新た

な土地の提供もあるかと思いますが、そこの部

分ですね、環境というのをですね、十分配慮し

ていただきたいと思います。 

 それからまた、ＧＩＧＡスクール、これから

進むわけですが、しっかりした支援体制、支援

員の数確保というのが重要かと思っておりま

す。この成功するか否かはですね。子供たちの

ためにもですね、しっかりした支援体制、その

確保をお願いしたいと思います。 
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 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で第

９款・教育費中、教育部関係分について終了し

ます。 

 執行部入替わりのため、小会します。(｢どう

もありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午前１１時１７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１８分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、第３款・民生費及び第４款・衛生費

中、健康福祉部関係分について、まず、第３

款・民生費について健康福祉部から説明願いま

す。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（丸山智

子君） 改めまして、皆様、こんにちは。(｢こ

んにちは」と呼ぶ者あり）健康福祉部長の丸山

です。本日は大変お世話になります。よろしく

お願いいたします。 

 令和２年度一般会計歳入歳出決算の認定をお

願いするに当たりまして、健康福祉部が所管し

ます第３款・民生費、第４款・衛生費につきま

して、部長としての総括を述べさせていただき

ます。では、失礼して着座にて申し上げます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（丸山智

子君） 初めに、新型コロナウイルス感染症対

策についてですが、昨年２月に本市の新型コロ

ナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、以来２

５回の会議を開催し、全庁的に感染防止対策等

に取り組んでまいりました。また、ワクチン接

種に関しましても、本年２月、健康推進課内に

八代市新型コロナウイルスワクチン接種対策室

を設け、市・郡医師会との連携の下、接種を実

施してきており、接種対象である１２歳以上の

接種率は１０月２５日現在で約８０％となって

おります。 

 現在のところ、感染状況は落ち着いておりま

すが、引き続き、市民の皆様への迅速な情報提

供とワクチン接種の推進や基本的な感染防止対

策の徹底を進めてまいります。 

 次に、令和２年７月豪雨災害に関しまして

は、ボランティアセンターや地域支え合いセン

ターを設置し、生活再建の支援等を行ってまい

りました。地域支え合いセンターでは、昨年度

延べ１８７１回の訪問活動を行っており、対象

としていた４８２世帯のうち、５８世帯が生活

再建を果たし、現在は４２４世帯の支援を継続

して行っているところです。また、生活再建の

ための経済的支援として、被災者生活再建支援

金や本市独自の災害見舞金の支給、災害援護資

金の貸付けや各地から寄せられた災害義援金の

配分など、迅速に対応してまいりました。被災

者の方が生活再建を果たされるまで、継続して

必要な支援を行ってまいります。 

 次に、障害者福祉についてですが、昨年度、

本年度から令和８年度までを計画期間とする第

４期八代市障がい者計画並びに本年度から令和

５年度までを計画期間とする第６期八代市障が

い福祉計画・第２期八代市障がい児福祉計画を

策定いたしました。 

 障害者の福祉サービス利用者は、全体的には

横ばい傾向にありますが、障害や障害の疑いの

ある児童に療育を提供する障がい児通所支援事

業においては、サービス支給決定者数が前年度

比６.２％増加し、年々事業費も伸びてきてお

ります。適正なサービス提供体制の確保と併せ

て、相談体制や情報提供体制の充実など、関係

機関との連携をさらに強化していく必要がある

と考えております。 

 次に、高齢者福祉についてですが、昨年度末

に、本年度から令和５年度までを計画期間とす

る八代市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業

計画を策定いたしました。また、認知症高齢者
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をはじめとする高齢者等の権利擁護を図るた

め、第１期八代市成年後見制度利用促進計画を

新たに策定いたしました。 

 本市の高齢化率は３４.３％と、前年度から

０.４ポイント上昇し、高齢者人口も増加する

など、高齢者を地域や社会で支える仕組みづく

りが喫緊の課題となっています。両計画に基づ

き、地域共生社会の実現に向け、取り組んでま

いります。 

 次に、児童福祉についてですが、本市におけ

る令和２年度の出生数は８１４人で、年々減少

しておりますが、独り親家庭や共働き家庭の増

加、核家族化の進展や児童虐待の問題など、子

育て支援の必要性は高まる一方であり、それぞ

れの家庭のニーズに応じた支援を行っておりま

す。 

 また、昨年度はコロナ禍において休止せざる

を得ないサービスもありましたが、保育施設や

放課後児童クラブ等については可能な限り継続

することとし、感染防止対策の徹底と併せて、

感染症対策事業費補助金や本市独自の従事者へ

の応援給付金など、様々な支援を行いました。 

 今後も、本市の子供たちが健やかに成長でき

るよう、子育て環境の整備に努めてまいりま

す。 

 次に、生活保護についてですが、生活保護の

申請件数は、近年は２５０件前後とほぼ横ばい

の状態が続いており、令和２年度末の保護世帯

数は１４６１世帯で、前年度と比べて１５世帯

の増加と、ここ数年は微増の状態にあります。

また、 低限度の生活を維持できなくなるおそ

れのある方に対しては、生活困窮者自立支援事

業により情報提供や助言、自立に向けた支援計

画の作成などを行っており、令和２年度の就労

支援対象者数は５３人で、一般就労につながっ

た人が２２人、生活保護につながった人が１０

人でした。このような事業を通じて、生活保護

による支援と自立促進による支援との両面か

ら、本人の状態に適した支援を行うことが重要

だと考えております。 

 後に、保健・衛生部門についてですが、母

子保健、歯科保健、各種予防接種やがん検診な

ど様々な保健事業を通じて、子供から高齢者ま

で、あらゆる世代の健康の保持増進に取り組ん

でいます。特に、母子保健では、令和２年４月

から子育て世代包括支援センターを設置し、妊

娠期から子育て期までの切れ目のない支援を提

供する体制を整え、妊産婦や乳幼児の健康支援

及び産後鬱の予防等に取り組んでいるところで

す。 

 健診事業においては、新型コロナウイルス感

染症による受診控えが影響し、各種がん検診の

受診率が低下しております。様々な場面を捉え

て、健診の必要性をＰＲするなど、さらに周知

啓発を強化していきたいと考えております。 

 健康福祉部が所管いたします業務も時代の変

化とともに、多種多様になってきております。

限られた予算の範囲内ではありますが、市民ニ

ーズに可能な限り対応できるよう努力してまい

りたいと考えております。 

 以上、令和２年度一般会計決算の民生費、衛

生費につきましての健康福祉部長としての総括

といたします。 

 それでは、議案第１１７号・令和２年度八代

市一般会計歳入歳出決算、第３款・民生費を白

川健康福祉部次長が、また、第４款・衛生費の

うち健康福祉部所管分については遠山健康福祉

部次長が説明いたしますので、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（白

川健次君） 皆様、改めましてこんにちは。

(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）健康福祉部の白

川でございます。本日はどうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、座って説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 
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○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（白

川健次君） 令和２年度一般会計歳入歳出決算

のうち、歳出における民生費につきまして、令

和２年度における主要な施策の成果に関する調

書（その１）及び令和２年度八代市一般会計歳

入歳出決算書を用いまして説明をいたします。 

 それでは、まずは調書の１１ページをお願い

いたします。 

 上の表で款３・民生費の行を御覧いただきた

いと思います。その真ん中あたりになります支

出済額は２４６億７６９万６０００円で、その

２つ右の執行率は９６.３％、全体の中での構

成比は３０.１％でございます。前年度と比較

しますと一番右になりますが、１２億４４２３

万９０００円、５.３％の増加となっておりま

す。 

 それでは、民生費における主なる予算の執行

状況につきまして、同じく調書を用いて説明い

たします。 

 まず、民生費の中の社会福祉費関係の事業で

ございます。 

 調書の３７ページをお願いいたします。上の

表、生活困窮者自立支援事業でございます。 

 この事業は、生活困窮者自立支援法に基づ

き、平成２７年度から実施しているものでござ

いまして、事業の実施に当たっては、直営のほ

か、八代市社会福祉協議会等に委託をして実施

しております。 

 経済的に困窮し、 低限度の生活を維持する

ことができなくなるおそれのある方の相談に応

じ、状況に応じた支援を関係機関と連携して行

っておりまして、生活保護に至る前の救済とい

う意味で第二のセーフティネットとなっており

ます。 

 決算額は４５８６万６０００円でございまし

て、その内訳は、相談を受けニーズに応じた支

援プランを作成し、関係機関との連絡調整を行

う生活困窮者自立相談支援事業が１８１１万２

０００円、就労に向けた訓練を行う生活困窮者

就労準備支援事業３６８万３０００円、家計再

建に向けた相談を受け、支援を行う家計改善支

援事業４３１万７０００円、子供の学習支援や

保護者への進学助言を行う子どもの学習・生活

支援事業４１５万２０００円などがございま

す。また、新型コロナウイルス感染症対策分と

して、コロナ禍の影響で住居を失った、または

失うおそれが高い生活困窮者が、安定して就職

活動ができるように期限付で家賃相当額を支給

する生活困窮者住居確保給付金が１２７７万１

０００円となっております。特定財源といたし

まして、事業費の４分の３などの国庫支出金が

あります。 

 今後の方向性といたしましては、現行どおり

市により実施していくこととしております。法

の施行以来、相談件数は増加傾向にあり、今後

も事業の周知を図り、生活困窮者の困窮状態の

早期解消に向け、事業を実施してまいります。 

 次に、下の表、被災者生活再建支援事業（豪

雨災害）でございます。 

 この事業は、令和２年７月豪雨により被災し

た世帯の見守りや相談支援等を行う地域支え合

いセンターを設置し、被災者の早期の生活再建

と自立を図るものでございます。 

 決算額は１７２７万７０００円で、全額が八

代市社会福祉協議会への委託料でございます。

特定財源としまして、１０分の１０の県支出金

がございます。 

 今後の方向性としましては、現行どおり市に

より実施していくこととしており、今後も関係

機関とさらに連携を図り、被災者世帯の早期の

生活再建と自立を支援してまいります。 

 次に、３８ページの上の表をお願いいたしま

す。地域介護・福祉空間整備等交付金事業でご

ざいます。 

 この事業は、介護施設等の入居者の安全・安

心を確保するために、老朽化に伴う大規模な修
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繕等を実施する場合などに必要な費用の一部を

補助するものでございます。 

 決算額は１７３７万６０００円で、４か所の

施設整備に交付をいたしました。特定財源とい

たしまして、全額が国庫支出金でございます。

不用額４３４万７０００円ですが、これは国の

予算の状況により交付額が一律８割に減額され

たことによるものです。 

 今後の方向性としましては、現行どおり市に

より実施していくこととしており、補助事業が

行われる際に、各施設からの要望等を確認し、

適切に実施してまいります。 

 次に、３９ページの下の表、介護基盤緊急整

備特別対策事業（繰越分）でございます。 

 この事業は、第７期八代市介護保険事業計画

に基づく施設整備を行う事業者に対し、施設整

備や施設開設の準備に要する費用の一部を補助

するものでございます。 

 決算額は１億９５４０万２０００円でござい

まして、公募し審査で選定した地域密着型特別

養護老人ホームあさひ園みやじを開設した社会

福祉法人郷寿会とグループホーム清花を開設し

た株式会社大渕産業に補助を行いました。特定

財源といたしまして、全額が県支出金でござい

ます。 

 今後の方向性としましては、令和３年度から

５年度までを計画期間とします第８期介護保険

事業計画に基づきまして、現行どおり市により

実施していくこととしております。 

 次に、４０ページの下の表、老人福祉施設入

所措置事業でございます。 

 ６５歳以上の高齢者で、環境や経済的な理由

により居宅で養護を受けることができず、入所

判定委員会で入所決定された者について、養護

老人ホームへの入所措置を行うものでございま

す。 

 決算額は２億２４００万５０００円で、入所

措置委託料が主なものでございます。特定財源

といたしまして、施設入所者の負担金３５４６

万９０００円があります。 

 今後の方向性としましては、現行どおり市に

より実施していくこととしておりますが、長期

間の待機者については、ほかのサービスの利用

も含め支援を行ってまいります。 

 次に、４１ページの上の表、新型コロナウイ

ルス感染症対策事業（介護保険施設等）でござ

います。 

 この事業は、介護従事者等が利用者などから

の相談を受ける際や介護を行う際に実施してい

る体温測定において、発熱者との接触の機会を

減らすことで、新型コロナウイルスへの感染リ

スクを低減できるよう非接触型体温計を各施設

等に配備するものでございます。 

 決算額は７１６万４０００円で、特定財源と

して国庫支出金があります。 

 今後の方向性としましては、各施設等に配備

が終了していることから、令和２年度で完了と

しております。 

 次に、下の表、社会福祉団体育成事業でござ

います。 

 この事業は、八代市社会福祉協議会に勤務

し、地域福祉事業に従事する事務局の正職員１

６名の人件費を補助するものでございます。 

 市社会福祉協議会は、本市における地域福祉

推進の中核を担う組織でございまして、ボラン

ティアの育成、子供や高齢者等の見守り活動な

どに取り組んでおられますが、地域のニーズは

高いけれども、採算性は低い事業が多く、寄附

収益も減少しているなど、自主財源の確保が難

しいなどから、市民への福祉が継続できるよう

財務状況の安定を図る必要があります。 

 決算額は１億９７４万９０００円で、特定財

源はありません。 

 今後の方向性としましては、現行どおり市に

より実施していくこととしており、財政的支援

を行うことで、引き続き、地域福祉の推進を図
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ってまいります。 

 次に、４２ページの上の表、災害見舞金等支

給事業でございます。 

 この事業は、市の規則に基づき、被災者に対

して弔慰金や見舞金を支給するもので、火災等

に加え、熊本地震や令和２年７月豪雨の被災者

も対象としております。また、ふるさと八代元

気づくり応援寄附金を活用し、令和２年７月豪

雨により居住する住家について、罹災証明書の

交付を受けた世帯や、長期にわたり自らの住家

に居住できないため、災害救助法における応急

仮設住宅の供与の対象に認定された世帯に対

し、本市独自の施策として１世帯当たり１０万

円の災害見舞金を支給しております。 

 決算額は７２９３万１０００円で、特定財源

として県支出金等があります。不用額２億４９

２８万円ですが、これは、令和２年７月豪雨で

被災された世帯の生活支援のための災害援護資

金の借受け世帯が当初の想定より少なかったこ

となどによるものです。 

 今後の方向性としましては、被災者の支援に

一定の効果があることから、今後も現行どおり

市により実施していくこととしております。 

 次に、４３ページの上の表、八代市災害ボラ

ンティアセンター運営事業（豪雨災害）でござ

います。 

 この事業は、令和２年７月豪雨の被災者を支

援するため、八代市社会福祉協議会に対し、市

が実施する救助とボランティア活動の調整業務

を委託するとともに、ボランティアの受入れや

資材の貸出し等を行う災害ボランティアセンタ

ーの運営に必要な経費の一部を補助するもので

す。 

 決算額は２３８７万２０００円で、特定財源

として県支出金があります。不用額１５５８万

４０００円ですが、これは、災害ボランティア

センター運営の財源となる市社会福祉協議会へ

の中央共同募金会からの収入が当初の予算より

も多くなったため、市からの補助金を減額する

ことができたことによるものです。 

 今後の方向性としましては、おおむね支援が

完了しており、被災者のニーズも減少している

ことから、規模を縮小しながら継続して支援を

実施してまいります。 

 次に、４４ページの下の表、重度心身障がい

者医療費助成事業でございます。 

 この事業は、身体障害者手帳の１級・２級や

療育手帳のＡ１・Ａ２、精神障害者保健福祉手

帳の１級を所持されているなど、重度の心身障

害者や障害児に対して、医療費の一部を助成す

るものでございます。入院では月額２０４０

円、入院外では月額１０２０円の本人負担額を

控除した額を助成いたします。 

 決算額は２億３５８２万６０００円で、医療

費助成金が主なものでございます。特定財源と

いたしまして、２分の１の県支出金がありま

す。 

 今後の方向性としましては、障害者の経済的

な負担軽減と健康維持のため、現行どおり市に

より実施していくこととしております。 

 次に、少し飛びまして４６ページをお願いし

ます。下の表です。地域生活支援事業でござい

ます。 

 この事業では、障害者の地域生活を支援する

様々な取組を行っておりまして、障害児の保護

者等からの相談への支援や、手話奉仕員の養

成・派遣、障害者等の創作的活動の機会の提供

などを行う必須事業と、地域性を考慮しながら

障害者等が自立した日常生活や社会生活を営む

ために必要な事業を行う任意事業がございま

す。 

 決算額は１億２２６５万４０００円で、必須

事業の主なものでは２か所の相談支援事業所へ

の委託料１７４６万４０００円、日常生活用具

給付等事業２９１２万２０００円、４か所の地

域活動支援センターへの事業委託料３０７５万
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９０００円などがあります。また、任意事業の

主なものでは、日中短期入所と障がい児タイム

ケアを合わせた日中一時支援事業２５９１万９

０００円などがございます。特定財源といたし

まして、一部の事業費に対して２分の１の国庫

支出金、４分の１の県支出金などがあります。

不用額の１９３８万８０００円の主なものは、

日中一時支援事業において、利用者が見込みよ

りも少なかったことによるものでございます。 

 今後の方向性としましては、現行どおり市に

より実施していくこととしておりますが、障害

者等の利用ニーズを把握するとともに、社会情

勢等を踏まえて事業内容の見直しなどを行い、

さらなる支援の充実に取り組んでまいります。 

 次に、４７ページの上の表、障害福祉サービ

ス給付事業でございます。 

 この事業では、日常生活に必要な支援が受け

られる介護給付と自立した生活に必要な知識や

技術を身につける訓練等給付を行っておりま

す。 

 決算額は２７億６６０１万円でございまし

て、介護給付の主なものでは、病院において機

能訓練や療養上の管理・看護などが受けられる

療養介護が１億８７７１万円、昼間施設におい

て入浴や排せつ、食事の介護などが受けられる

生活介護が９億２４８１万５０００円、そのほ

かに施設入所支援３億１５０５万５０００円な

どがございます。 

 また、訓練等給付の中では、一般事業所での

就労は難しいけれども、雇用契約を結んで働け

る方に就労の場が提供される就労継続支援Ａ型

が４億１３３１万６０００円、雇用契約は結ば

ず可能な範囲で就労できる機会が提供される就

労継続支援Ｂ型が３億８２６３万１０００円、

そのほかにグループホームでの生活支援を受け

る共同生活援助３億６０１万９０００円が主な

ものでございます。特定財源といたしまして、

２分の１の国庫支出金、４分の１の県支出金が

あります。 

 今後の方向性としましては、現行どおり市に

より実施していくこととしておりますが、障害

者等の意思決定を尊重する中で、自立や社会参

加につながるよう、今後も就労支援の充実や病

院等からの地域移行に向けた支援に取り組んで

まいります。 

 次に、４８ページの上の表、障がい児通所支

援事業でございます。 

 この事業は、障害児等が将来自立した生活が

送れるように日常生活における基本的な動作の

指導や集団生活への適応訓練などを事業所で行

うとともに、保護者に対しても家庭での療育に

ついて支援等を行うものでございます。 

 決算額は５億１２８７万９０００円で、就学

前の障害児を対象にした児童発達支援１億４１

３３万円、就学している障害児を対象にした放

課後等デイサービス３億３７９１万５０００円

が主なもので、そのほかに障がい児相談支援給

付３１２３万１０００円などがあります。特定

財源といたしまして、２分の１の国庫支出金、

４分の１の県支出金などがあります。 

 今後の方向性といたしましては、現行どおり

市により実施していくこととしておりますが、

サービス利用支給決定児童数は年々増加してい

ることから、今後も障害の特性に合った療育を

提供するとともに、相談支援体制の充実・強化

を図り、保護者等に対しても一層の支援や助言

に取り組んでまいります。 

 次に、４９ページの下の表、新型コロナウイ

ルス感染症対策事業（障がい者施設等）でござ

います。 

 この事業は、先ほど４１ページの新型コロナ

ウイルス感染症対策事業（介護保険施設等）と

同様に、障害者施設等の従事者が、施設の利用

者等の体温測定において、発熱者との接触の機

会を減らすことで、新型コロナウイルスの感染

リスクを低減できるよう、非接触型体温計を各
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施設に配付するものでございます。 

 決算額は１６９万２０００円で、特定財源と

して全額が国庫支出金でございます。 

 今後の方向性としましては、各施設等に配付

が終了していることから、令和２年度で完了と

しておりますが、今後も国等の動向を踏まえ、

必要な対応を行ってまいります。 

 以上が民生費の中の社会福祉費関係となりま

す。 

 次に、民生費の中の児童福祉費関係の主な事

業でございます。 

 少し飛びますが、５１ページの下の表をお願

いいたします。放課後児童健全育成事業でござ

います。 

 仕事等のため、昼間保護者のいない家庭の小

学校児童を対象に、放課後等の子供の安全・安

心を確保し、児童の健全育成と保護者の仕事と

子育ての両立を図るものでございまして、放課

後児童クラブ３４か所に対し、事業を委託して

おります。 

 また、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、感染防止のための物品購入経費、小学校の

臨時休業に伴う開所経費、利用料減免等に対す

る補助のほか、本市独自の施策として、従事者

に対する応援給付金の支給を行っております。

加えて、令和２年７月豪雨により被災した世帯

に対し、利用料の補助も行っております。 

 決算額は３億１３３６万２０００円で、特定

財源といたしまして３分の１の国庫支出金と、

同じく３分の１の県支出金などがあります。 

 今後の方向性としましては、希望しても利用

できなかった待機児童がいることから、放課後

児童クラブが未設置の小学校区への新設や、利

用ニーズが高い小学校区への増設など、計画的

に整備を進めるよう規模拡充を図りながら、市

により実施していくこととしております。 

 次に、５２ページの上の表、病児・病後児保

育事業でございます。 

 この事業は、病中または病気の回復期にある

児童を施設で預かることにより、保護者の子育

てと就労の両立と、児童の健全な育成を支援す

るものでございます。 

 八代乳児院と八代ひかり福祉会が運営する市

内３施設に加え、八代北部地域医療センターが

運営する施設を、定住自立圏共生ビジョンに基

づき、本市と氷川町とで相互に利用しており、

延べ３４８人の利用がありました。 

 決算額は２２８５万４０００円で、委託料が

主なものでございます。特定財源といたしまし

て、３分の１の国庫支出金と同じく３分の１の

県支出金などがあります。 

 今後の方向性としましては、近年はインフル

エンザや感染性胃腸炎等の疾病の流行が抑えら

れており、利用数等は減少傾向にありますが、

病児等の保育支援はニーズがあることから、今

後も現行どおり、市により実施していくことと

しております。 

 次に、５３ページの上の表、児童手当事業で

ございます。 

 中学校卒業までの児童を養育している方に対

し、月額、３歳未満の児童は１万５０００円、

３歳から中学生までの児童は１万円、３歳から

小学生までの第３子以降の児童は１万５０００

円の手当を支給するものでございます。なお、

養育者の所得が所得制限限度額以上の場合は特

例給付として月額５０００円が支給されます。 

 決算額は１８億８９９４万円で、全額が手当

支給金でございます。特定財源としまして、児

童の年齢等により交付割合が異なりますが、国

庫支出金と県支出金があります。 

 今後の方向性としましては、児童手当法に基

づく子育て世帯の生活の安定と児童の健やかな

成長を支援するための事業であり、適正な執行

に努めながら、現行どおり市により実施してい

くこととしております。 

 次に、５４ページの上の表、公立保育所運営
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事業でございます。 

 公立保育園１０園について、保育を必要とす

る児童の入所事務を行うとともに、保育を実施

するため、保育園の管理・運営を行っておりま

す。 

 決算額は２億７９０６万１０００円で、主な

ものといたしましては、臨時保育士の報酬等１

億４７９７万３０００円、給食の賄い材料代４

６２６万５０００円、５つの保育園の給食業務

委託２４９４万８０００円があります。特定財

源といたしまして、２分の１などの県支出金

と、現年度分の保育料などのその他特定財源が

あります。 

 今後の方向性といたしましては、公立保育園

は、児童の保育や子育て支援という役割だけで

なく、市全体の保育の質の向上やセーフティネ

ットとしての役割も果たしていることから、現

行どおり市により実施してまいりますが、併せ

て、多様な保育ニーズに対応するとともに、運

営の効率化を図るため、民営化等の推進を検討

することとしております。 

 次に、少し飛びますが、５６ページの上の

表、私立保育所保育事業でございます。 

 保育が必要な児童の保育を、私立の保育所に

委託するものでございます。また、保育士の業

務負担を軽減し、離職防止を図るため、保育補

助者の雇い上げの費用を補助しております。 

 決算額は４２億５１５７万２０００円で、市

内の私立保育所４３園や、氷川町など市外の私

立保育所１７園への保育委託に係る給付費４２

億３３２９万円が主なものでございます。特定

財源といたしまして、２分の１の国庫支出金、

４分の１などの県支出金と保育料があります。 

 今後の方向性といたしまして、待機児童はな

く、保育需要に対応できており、保護者の子育

てと就労の両立支援のため、重要な事業である

ことから、法や国の基準に基づき、現行どおり

市により実施していくこととしております。 

 次に、５７ページの上の表、幼児教育・保育

無償化事業でございます。 

 これは、令和元年１０月からの幼児教育・保

育の無償化により、３歳から５歳までの子供と

非課税世帯の３歳未満の子供の保育料を無料に

するもので、併せて、無償化に伴い保護者の負

担が増えることがないよう、国の副食費の免除

対象者に加えて、本市独自の施策として、無償

化前も保育料を無料としていた第３子以降の子

供の副食費を免除するものでございます。 

 決算額は６１０１万８０００円で、私学助成

幼稚園や認可外保育施設等への施設等利用給付

費と副食費補助金が主なものでございます。特

定財源といたしまして、２分の１の国庫支出

金、４分の１などの県支出金とふるさと八代元

気づくり応援基金繰入金があります。 

 今後の方向性としましては、保護者の経済的

負担軽減を図ることができていることから、現

行どおり市により実施していくこととしており

ます。 

 次に、５８ページの上の表、新型コロナウイ

ルス感染症対策事業（保育所等）でございま

す。 

 これは、新型コロナウイルス感染症対策とし

て、私立保育所等が感染防止のための物品を購

入する費用に対し補助するとともに、公立保育

園等に感染防止のための物品を購入するもので

ございます。 

 また、収入が減少した世帯に対し、教材費等

の助成を行うとともに、私立保育所等の保育施

設従事者に対して本市独自の施策として応援給

付金を支給しております。 

 決算額は７３２２万４０００円で、私立保育

所等への補助金とその従事者への応援給付金が

主なものでございます。特定財源といたしまし

て、国庫支出金と県支出金がございます。不用

額２７２０万６０００円ですが、これは主に私

立保育所等の感染症対策のための補助金や教材



 

－25－

費等の助成において、申請が当初の見込みより

も少なかったことによるものです。 

 今後の方向性といたしましては、保育所等が

感染症対策を徹底しながら事業を継続すること

ができていることから、今後も保育所等を支援

するため、現行どおり市により実施していくこ

ととしております。 

 次に、５９ページの上の表、子育て世帯への

臨時特別給付金給付事業でございます。 

 これは、新型コロナウイルス感染症の影響を

受けている子育て世帯の生活を支援するため、

児童手当を受給する世帯に対し、臨時特別給付

金を支給するものでございます。 

 決算額は１億６１０４万３０００円で、給付

金が主なものでございます。なお、特定財源と

いたしまして、全額が国庫支出金でございま

す。 

 今後の方向性としましては、支給が終了して

いることから、令和２年度で完了としておりま

すが、今後も国の動向を注視し、適切に対応し

てまいります。 

 次に、下の表、ひとり親世帯への臨時特別給

付金給付事業でございます。 

 これは、新型コロナウイルス感染症の影響を

受け、子育ての負担の増加や収入が減少してい

る低所得の独り親世帯の生活を支援するため、

国の臨時特別給付金と熊本県独自の生活支援給

付金を支給するものでございます。 

 決算額は２億５３３６万９０００円で、給付

金が主なものでございます。なお、特定財源と

いたしまして、全額が国庫支出金と県支出金で

ございます。 

 今後の方向性としましては、支給が終了して

いることから、令和２年度で完了としておりま

すが、今後も国などの動向を注視し、適切に対

応してまいります。 

 以上が民生費の中の児童福祉費関係となりま

す。 

 次に、民生費の中の生活保護費関係の事業で

ございますが、６０ページの上の表をお願いい

たします。生活保護費給付事業でございます。 

 生活困窮者に対し、生活保護費を給付し、

低限度の生活を保障するとともに、就労支援な

どの自立に向けた援助を行っております。 

 決算額は２９億６１８８万９０００円で、衣

食その他日常生活費の給付を行う生活扶助６億

５９３２万６０００円、家賃等の給付を行う住

宅扶助３億４６３４万２０００円、教育費を給

付する教育扶助５４６万７０００円、介護費を

給付する介護扶助９５２９万８０００円、病気

やけがの治療費を給付する医療扶助１７億３５

３４万円、高校の修学に必要な費用などを給付

する生業扶助３７２万４０００円などがありま

す。なお、特定財源といたしまして、４分の３

の国庫支出金などがあります。 

 今後の方向性といたしましては、今後も被保

護世帯数は、横ばいもしくは微増の状態である

こと考えられることから、生活保護法の基準に

基づき、現行どおり市により実施していくこと

としております。 

 次に、民生費の中の災害救助費関係の事業と

なります。その下の表、避難所等運営事業（豪

雨災害）でございます。 

 これは、令和２年７月豪雨により開設した避

難所等において、避難者を支援するものでござ

います。 

 決算額は１億４０１０万４０００円で、被災

した避難者の衣類や日用品などの消耗品費１８

９９万９０００円、弁当などの食糧費１６６８

万８０００円、警備や清掃等の委託料２５４１

万５０００円、施設の使用料や空調機の賃借料

７３５６万４０００円などがあります。なお、

特定財源として県支出金１０分の１０がありま

す。 

 今後の方向性としましては、避難所の運営は

終了していることから、令和２年度で完了とし
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ておりますが、今後も大規模災害が発生した際

には、市民の安全確保と生活支援のため迅速に

対応してまいります。 

 次に、６２ページの上の表、住宅応急修理事

業（豪雨災害）でございます。 

 これは、令和２年７月豪雨による災害のた

め、住家に被害を受けた世帯に対し、日常生活

に必要不可欠な 小限の部分について、市が応

急的な修理を行い、元の住家に引き続き住むこ

とができるようにするものでございます。 

 決算額は３４４５万６０００円で、全額が修

理業務の委託料です。なお、特定財源として、

県支出金１０分の１０があります。不用額１億

７５５４万４０００円ですが、これは応急修理

の申請件数が当初の想定数を下回ったためで

す。 

 今後の方向性といたしましては、既に事業が

完了していることから、令和２年度で完了とし

ております。 

 以上が民生費における主な事業の決算状況で

ございます。 

 続きまして、主な不用額及び流用額につきま

して、主なる予算の執行状況で触れていないも

のにつきまして説明をいたします。 

 決算書のほうをお願いいたします。決算書の

１２１ページになります。 

 項１・社会福祉費、目１・社会福祉総務費の

不用額の欄の一番下の行になります。節２７・

繰出金で８８８８万７０００円の不用額となっ

ております。 

 これは、特別会計への繰出金の残額でござい

まして、介護保険特別会計への繰出金の残額６

１６４万５０００円、国民健康保険特別会計へ

の繰出金の残額９５９万６０００円、後期高齢

者医療特別会計への繰出金の残額１７６４万６

０００円の合計となります。 

 主に新型コロナウイルス感染症の影響による

介護保険における保険給付費と事務費や、国民

健康保険における出産育児繰出金及び後期高齢

者医療保険料における保険料軽減分を県と市で

負担する保険基盤安定分担金が、当初の見込み

を下回ったことによるものでございます。 

 少し飛びまして、１３１ページをお願いしま

す。 

 項２・児童福祉費、目３・保育所費の不用額

の欄の下から２番目の行になります。節１８・

負担金補助及び交付金で１億３５７８万４００

０円の不用額となっております。 

 これは、保育補助者雇上強化事業補助金の残

額４８９７万円、私立保育所への給付費の残額

２３９４万４０００円、地域型保育事業への給

付費の残額１４３２万７０００円などの合計と

なります。主に保育補助者の確保が難しく、補

助金の申請を見送った私立保育所等が多かった

ことや、私立保育所等の利用児童数が当初の見

込みよりも少なかったことによるものでござい

ます。 

 続きまして、少し戻っていただきまして、１

２２ページをお願いいたします。 

 項１・社会福祉費、目３・社会福祉対策費に

なります。１枚めくっていただきまして、１２

５ページの備考欄の一番下の行になりますが、

節２０・貸付金から節１２・委託料へ１９４５

万６０００円を流用しております。 

 これは、先ほど説明いたしました八代市災害

ボランティアセンター運営事業（豪雨災害）に

おいて、市が実施する救助と、ボランティア活

動の調整業務について、県支出金のうち災害救

助費負担金の対象となる委託を行うことが可能

となったため、流用を行ったものでございま

す。 

 後になります。少し飛びまして、１３３ペ

ージをお願いいたします。 

 項２・児童福祉費、目５・ひとり親世帯臨時

特別給付金給付事業費の備考欄の下３行になり

ますが、節１８・負担金補助及び交付金へ、目
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１・児童福祉総務費、節１２・委託料から９４

５万５０００円を、目２・児童措置費、節１

９・扶助費から４７００万円を、目４・子育て

世帯臨時特別給付金給付事業、節１８・負担金

補助及び交付金から１０００万円を流用してお

ります。 

 これも、先ほど説明いたしました新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けている低所得の独

り親世帯の生活を支援するため、国の臨時特別

給付金と熊本県独自の生活支援給付金を支給す

るひとり親世帯への臨時特別給付金給付事業に

おいて、国の臨時特別給付金を１２月に再度支

給することが決定したことから、それぞれ流用

を行ったものでございます。 

 以上で、民生費の決算につきましての説明と

させていただきます。御審議のほど、どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） ここで午前中の審議

の途中でありますが、小会いたします。 

（午後０時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後０時１０分 本会） 

○委員長（中村和美君） それでは、本会に戻

します。 

 午前中の審議は、第３款・民生費の説明部分

までとして休憩いたします。午後は午後１時か

ら再開いたします。以上です。 

（午後０時１０分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（中村和美君） 休憩前に引き続き、

文教福祉委員会を再開いたします。 

 それでは、午前中の第３款・民生費について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 何点かあるんですけ

ど、まず、３７ページの生活困窮者自立支援事

業の中で、新型コロナウイルス感染対策分とい

うのがありまして、これは期限付という説明が

ありましたけど、これ、どのくらいの期限だっ

たのかなというふうに思って、確認したいと思

います。 

○理事兼生活援護課長（鶴田洋明君） 生活援

護課の鶴田と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 ただいまの御質問につきまして、生活困窮者

住居確保給付金という制度がございますが、こ

れ、もう１０年ほど前からございまして、生活

困窮する方が借家の家賃が払えなくなってです

ね、住居を失うおそれがある場合、いずれにし

ても失業とか、廃業が原因でそういう状態にな

られた方に対しまして、 長は９か月間ですね、

家賃の補助をするという制度がございました。

３か月が一くくりでございまして、３か月たっ

ても生活困窮が解消されない場合は、再延長と

いうことで９か月まで家賃補助するという制度

がもともとあったんですが、今回、新型コロナ

ウイルスの影響でですね、失業や廃業には至っ

ておられませんが、休業等でですね、収入が減

少したということで、生活困窮状態になられた

方を新たにですね、支給対象者に加えられたと

いうのが、この新型コロナウイルス感染症対策

分ということでございまして、 長９か月のほ

かに、特例措置により 長１２か月間ですね、

家賃補助が可能となったということでございま

す。 

 さらにですね、その後もですね、１回に限り

再申請も可能となったということでございます

ので、 長１５か月間はですね、この制度を受

けられるということでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員（橋本徳一郎君） ぜひ、この事をです

ね、お願いしたいと思います。 

 あと、ほかにですね、すいません、４７ペー

ジですね。これ、介護給付分と訓練等給付とい

うふうな形になりますけども、この辺の詳しい

ところですね、制度的な確認。年齢で区切ると
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いうのは分かってるんですけども、実際の対象

人数だとか、今後どういうふうに動いていくの

かというのをお聞きしたいです。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（髙﨑博文君） 障がい者支援課

の髙﨑でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 障害福祉サービスの、まずは対象の人数でご

ざいますが、令和２年度の支給決定者数、年度

末でございます、人数が１２２２名というふう

になっております。 

 それから、それぞれの事業についてはですね、

ちょっと事業の内容を申し上げますと、障害福

祉サービスの給付事業というのは、介護給付と

訓練等給付の２つがございます。 

 介護給付については、日常生活に必要な支援

が受けられるようにする給付で、訓練等給付の

ほうが、自立した生活に必要な知識、技術を身

につける訓練を行うものということです。 

 それから、見込みについてはですね、ただい

まサービスを支給の決定をされてる方は、ほぼ

横ばいの状況にあります。訓練等給付も、中で

も主には就労支援関係になりますが、就労関係

については、Ａ型、契約を結んで労働基準法の

低賃金を保障するような形の支援については

やや横ばいの状況にあります。平成３０年度が

２５６人、月当たりの平均の利用です。３１年

度が２５５人、令和２年度が２５３人というよ

うな状況です。 

 それから、Ｂ型、契約を結ばずに利用するよ

うな支援になりますが、こちらのほうが平成３

０年度が２５３、平成３１年度が２７０、令和

２年度が２７２で、やや増えつつあるような状

況にあります。 

 状況については、以上のようなことでよろし

いでしょうか。（委員橋本徳一郎君「はい、分

かりました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 放課後児童健全育成事

業のところでお尋ねしたいんですけど。 

○委員長（中村和美君） 何ページですか。 

○委員（大倉裕一君） 成果の５１ページ。 

 現在、この放課後児童健全育成事業が行われ

ていない校区というのは、どちらの校区になり

ますか。 

○こども未来課長（岩崎龍一君） こども未来

課の岩崎です。よろしくお願いします。 

 放課後児童クラブが設置されてない校区とい

うのが、泉校区、郡築校区、昭和校区が、放課

後児童クラブが設置されてない校区となりま

す。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） その３校区で今、この

放課後児童クラブを利用したいというような親

御さんの世帯数というのは何か把握できてたり

してますか。 

○こども未来課長（岩崎龍一君） 泉校区、郡

築、昭和校区については、ちょっとその辺の世

帯数については把握はちょっとしておりませ

ん。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） はい、分かりました。 

 あと、この利用のニーズが高い地域、校区、

こういったところに今から広げていこうという

ようなお話といいますか、評価もいただいてい

るんですけど、非常にいいことだというふうに

思うんですけど、ニーズに応えていただくとい

うところはですね。ただ、どのような広げ方、

これから取組として進めていこうとされている

のか、そこの辺りを御説明いただければと思い

ます。 

○こども未来課長（岩崎龍一君） 失礼しま

す。現在、太田郷校区とか、非常に厳しい状況

であります。１つしかないというのもあります

けれども。 

 放課後児童クラブを設置するに当たっては、
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予算的なもの、人員配置、あと場所ですね。そ

ういうのが課題ということになりますので、そ

の辺りをきちっとですね、クリアできるような

形であれば、今少ないところにも設置は可能か

と思いますけれども、その辺を今からまた検討

はしていく必要があるかと思っております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） すいません。４２ペー

ジの災害見舞金等支給事業で、先ほどちょっと

説明があったんですが、予算と決算のあまりに

も差があり過ぎて、不用額もかなり多いという

ことで、具体的にこの数字の内訳を説明願えれ

ばと思いますが。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 健

康福祉政策課、野田です。よろしくお願いいた

します。 

 不用額につきましては、まず、災害援護資金

貸付金のほうなんですけども、実際当初予定し

たよりもかなり少ない貸付けだったもんでです

ね、実際は想定したときには全壊が５１件、大

規模半壊が１９件と、そして、半壊のほうが３

２件と想定したんですけども、実際には全壊が

３件、大規模半壊がゼロ件、半壊が１３件と、

かなり少ない貸付け状況だったということで

す。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） この災害自体が少なか

ったから、この額で収まったということでよろ

しいんですね。ニーズは多かったけど、なかな

か条件が厳しくて、予算と決算の誤差が出てき

たというわけじゃないんですね。被害の程度が

軽かったということですね。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 失

礼します。さっき言いました災害援護資金貸付

金の貸付け状況なんですけども、実際さっき言

いましたように６件と。実際想定した数、少な

かったのはあるんですけど、実際被害自体は多

かったという認識はしております。ただ、この

資金まで借りたところでの申請者が少なかった

ということでございます。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（橋本幸一君） 結構です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） ４６ページ、地域生活

支援事業で不用額の説明の中で、日中一時支援

事業の見込みが合わなかったというような説明

があったかと思うんですが、なぜ合わなかった

のか、そこをお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○障がい者支援課長（障がい者虐待防止センタ

ー所長兼務）（髙﨑博文君） 失礼します。日

中一時支援事業につきましては、昨年度は新型

コロナウイルスの感染の影響がありまして、通

所控え、それから、施設側が受入れを停止した

りといったことがございました。 

 それから、児童を預かるような関連の事業で

放課後等デイサービスというのがあるんですけ

ども、そちらのほうが通常の受入れ日数よりも

多く受け入れてもいいというような国の方針も

出まして、そちらのほうに幾分流れたというこ

とから、日中一時支援のほうで予定よりも執行

が少なかったということでございます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） 結構です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） ５８ページの新型コ

ロナウイルス感染症対策事業（保育所等）です

ね、不用額で私立の分の申請が少なかったとい

うふうに報告があったと思うんですけど、そ

れ、なぜかというのは御存じでしょうか。 

○こども未来課長（岩崎龍一君） こども未来

課、岩崎です。 
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 当初見込んでおりました、例えば、保育教材

とかの助成につきましてはですね、準要保護、

非課税世帯等を予定して、かなりの多くの人数

を見込んでおりましたが、４３名という当初の

見込みよりかなり少なかったりとか、そういう

のがありまして、不用額が出たというところに

なります。 

○委員（橋本徳一郎君） その少なかった理由

というのは御存じですか。 

○こども未来課長（岩崎龍一君） 当初見込み

より少ないと、あとですね、保育施設等従事者

応援給付金等含めてですね、当初見込んでいた

のより少なかったというのはですね、あと、そ

うですね、感染症対策事業費補助金、保育所施

設等従事者応援給付金と教材──。見込みが甘

かったというのが正直なところかと。こちらが

見込んでいたよりもですね、保護者の方の申請

が少なかったというのがやはりありまして、不

用額というのが出ているということになりま

す。 

○委員（橋本徳一郎君） はい、分かりまし

た。 

 あともう一件ですね、６２ページの住宅応急

修理事業のことですけども、６１件で予算額

と、これも不用額が相当あるということだった

んですが、実際に利用された方が少なかったと

いうのが大きいことなんですが、なぜこういう

６１件にとどまったというのを御存じかという

のをちょっと確認したいと思うんですが。 

○委員長（中村和美君） ちょっと待ってくだ

さいね。 

○営繕課長補佐兼建築係長（秋野亮二君） こ

んにちは。(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）営繕

課の秋野と申します。よろしくお願いします。 

 委員御質問の、実績件数が少なかったという

ことに対してですけども、当初ですね、住宅応

急修理事業を実際使われる方から早く使ってい

ただくということでですね、当初の件数をどう

やって出すかということで検討したんですけど

も、想定の住居被害というのがですね、５２２

件ということで当時公表されておりまして、そ

れからですね、全壊棟数が当時１７３件という

ことで、これは罹災証明の発行件数ですけど

も、それから差し引いてですね、約３５０件と

いうことを算出しまして、それから５９万５０

００円上限となりますけども、掛けて２億８２

５万円ということで予算化したところです。 

 当時はですね、とにかく急がないと応急修理

をされたい方に対応できないということで、根

拠を出すのも大事だと思うんですけど、まずは

スピードをもって予算化するということが優先

でしたので、実際想定よりも少なかったという

のが結果でございます。 

○委員（橋本徳一郎君） 了解です。 

 本当に予算化するのが必要というのは、確か

に必要だと思います。 

 あと、これは意見になりますけども、いいで

すか。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○委員（橋本徳一郎君） あとは使い勝手とい

うかですね、そのまま応急修理して住み続けら

れるかという不安があったんじゃないかなとい

うのもありますので、その辺の部分も加味して

今後の対応をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（大倉裕一君） まず、放課後児童健全

育成事業の放課後児童クラブの件ですけど、未

設置の校区についてニーズの確認をしっかりお

願いしたいというのと、待機児童が一日も早く

解消できるように取組を進めていただきたいと

お願いをしておきたいというふうに思います。 
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 それから、事業名がちょっとすいません、定

かではないんですけど、災害見舞金等支給事業

で一律１０万円という御説明もいただいたかと

いうふうに思っておりますが、各世帯に対して

一律１０万円。その世帯の中にやはり５人家族

だったり、２人家族だったり、お一人だったり

という場合があって、そこにやはり世帯の構成

数というですね、少し加算があってもいいので

はないかというふうに私個人としては考えてお

ります。その辺りも、今後の見舞金の在り方に

ついて御検討いただければというふうに思うと

ころです。 

 以上で終わります。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） まずは、生活困窮者

自立支援事業ですね、この対策について併せて

特例で長くしていただいているというのは非常

にいいなと思いますので、今後もきちんと対応

していただいて、市民生活を支えていただいた

らなと思ってます。 

 あと、障害福祉サービスの給付事業、これに

直接ではないんですが、障害者の方の給付の在

り方というかですね、制度の在り方で、後期高

齢になった方が介護保険対応ということになっ

てですね、その入居する施設だとかが介護保険

の対象の施設になりますので、外出ができなか

ったりとか、そういうことも結構聞いてます。

そういう、障害者とはちょっとまた介護保険と

少し離れるというふうな部分はありますので、

その辺の融通を利かせるというか、外出が、買

物が可能になるとかですね。そういった部分で

結構不満の声が、外出が自由にできなかったり

とか、そういうのもありますので、今後の対応

をぜひお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で第３款・民生

費について終了します。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午後１時２１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時２２分 本会） 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、第４款・衛生費中、健康福祉部関係分

について説明を願います。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（遠

山光徳君） 改めまして、皆様、こんにちは。

(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）健康福祉部の遠

山でございます。本日はどうぞよろしくお願い

をいたします。着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○健康福祉部次長（福祉事務所次長兼務）（遠

山光徳君） それでは、歳出衛生費のうち、健

康福祉部所管分につきまして、令和２年度にお

ける主要な施策の成果に関する調書（その１）

及び一般会計歳入歳出決算書を用いまして、説

明いたします。 

 調書の６２ページをお願いいたします。 

 款４・衛生費の事業費のうち、主なものにつ

いて説明させていただきます。 

 まず、６２ページの下の表、千丁健康温泉セ

ンター管理運営事業ですが、市民の健康増進を

図るため、温泉施設の運営と維持管理を実施し

ております。 

 決算額は３６６４万４０００円で、温泉管理

業務委託料１３８６万円、温泉受付業務委託料

６４２万８０００円、燃料費７７３万３０００

円が主なものです。なお、特定財源として、温

泉入館料１０５５万７０００円などがございま

す。不用額の４０３万８０００円は、燃料費や

光熱水費の執行残になります。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、施設の老朽化が進んでおりま

すことから、今後も修理等を行い、適切に施設
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を維持管理していくこととしております。 

 次に、６３ページの上の表、不妊治療助成事

業ですが、市民が安心して子供を産み育てるこ

とができる環境づくりを推進するため、不妊治

療を受ける夫婦に対し、不妊治療に係る費用の

一部を助成しております。 

 決算額は４１１万円で、不妊治療に係る助成

金３９６万４０００円が主なものです。特定財

源として、県支出金４分の３がございます。不

用額の３４０万８０００円は、助成件数が当初

見込みより少なかったことによるものでござい

ます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとしております。少子化対策を図る

上でも必要な事業であり、今後も関係機関等と

の連携を図り、事業を継続して実施していくこ

ととしております。 

 次に、同ページの下の表、妊産婦健康支援事

業ですが、安心して出産、育児ができるよう支

援することを目的として、妊娠の届出をした妊

婦に対し、母子健康手帳の交付や保健指導の実

施、また１４回分の妊婦健康診査の費用を助成

するなど、妊娠期の健康管理などを行っており

ます。 

 決算額は７７３５万９０００円で、県医師会

への妊婦健診委託料７４１９万円、妊婦歯科検

診委託料１１７万円、里帰りなどで県外の医療

機関で妊婦検診を受診された方への妊婦健診助

成金８０万５０００円などが主なものでござい

ます。特定財源として、県支出金がございま

す。不用額の６５８万６０００円は、妊婦健診

の受診件数が当初見込みより少なかったことに

よるものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

規模拡充としております。妊娠早期からの適切

な保健指導、個別の栄養指導や訪問指導等を継

続して実施し、早産の予防を図ることとしてお

ります。また、母子手帳アプリの導入など、Ｉ

ＣＴを活用し、妊娠期からの安心・安全な出産

を支援してまいります。 

 次に、６４ページの上の表、乳幼児健康支援

事業ですが、全ての乳幼児が 適な成長発達を

遂げる手助けをすることを目的として、４カ月

児健診などの乳幼児健康診査や未熟児訪問指

導、生後４か月までの乳児家庭全戸訪問事業な

ど、健康管理や保健指導を行っております。 

 決算額は２０８５万円で、市医師会や郡医師

会への乳幼児健診委託料５８０万８０００円、

乳児家庭全戸訪問事業に従事する助産師等の会

計年度任用職員報酬等８４９万１０００円が主

なものです。なお、特定財源として国庫支出金

３分の１、県支出金３分の１などがございま

す。不用額１０３万６０００円は、新型コロナ

感染拡大防止のため、健診を一部中止したこと

によるものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、健診内容の充実や関係機関と

の連携強化により、心身ともに健全な子供の育

成等に継続して取り組むこととしております。 

 次に、同ページの下の表のこども医療費助成

事業ですが、令和元年１０月診療分からは対象

年齢を１８歳まで拡大し、子供の通院、入院な

どに係る医療費の自己負担分全額を助成し、保

護者の経済的負担を軽減し、子供の健康保持と

健全育成を図っております。 

 決算額は４億４３４０万５０００円で、医療

費助成４億３１８１万円、熊本県国民健康保険

団体連合会等への審査支払い手数料１１５５万

６０００円が主なものでございます。なお、特

定財源として、一部の年齢に対しましては県支

出金２分の１がございます。不用額４８２８万

９０００円は、助成件数が見込みより少なかっ

たことによるものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、事業継続により保護者の経済

的負担を軽減し、子供の健康保持と健全育成を
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図ることとしております。 

 次に、６５ページの上の表、初期救急医療推

進事業ですが、比較的軽度な疾患を対象とし

て、休日や夜間において初期救急医療を実施し

ております。 

 決算額は４５５５万５０００円でございま

す。その内訳ですが、まず、休日在宅当番医委

託６６５万７０００円は、休日における初期救

急医療体制を確保するため、八代市医師会及び

八代郡医師会に委託しているものです。 

 次の八代市夜間急患センター運営委託３４４

０万円は、夜間における初期救急医療体制とし

て、八代市医師会立病院内に設置しているセン

ターの運営を八代市医師会に委託しているもの

です。 

 そのほか、年末年始・５月連休歯科救急診療

委託に４４万円、八代歯科医師会口腔保健セン

ター補助金として５８万２０００円を八代歯科

医師会、八代市夜間急患センターの新型コロナ

ウイルス感染症対策分として、受診環境の整備

を行うために委託料３４７万６０００円を八代

市医師会に支出しております。なお、特定財源

として国庫支出金３４７万６０００円がござい

ます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、市民の方々が安心して暮らせ

る環境を構築するため、引き続き、現在の体制

維持に努めることとしております。 

 次に飛びまして、次のページ、６６ページの

下の表、健康増進事業をお願いいたします。 

 本事業は、生活習慣病の発症・重症化予防、

市民の健康の保持・増進を目的として、青壮年

期からの市民を対象に、基本健診や各種がん検

診、健康に関する教育・相談、訪問指導などを

実施しているものです。 

 決算額は９２１３万７０００円で、各種がん

検診などの検診委託料７５４７万３０００円が

主なものです。なお、特定財源として国庫支出

金と県支出金がございます。不用額３７９万１

０００円は、新型コロナウイルス感染症の影響

により検診の受診者が当初見込みより少なかっ

たことによるものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、がん等は、早期発見・早期治

療が大変重要であることから、感染症対策を十

分に取り、市民が安心して受診できるよう周知

や受診勧奨を行うとともに、様々な媒体を活用

した健康に関する情報発信を行うこととしてお

ります。 

 次に、６７ページの上の表、健康づくり応援

ポイント事業でございますが、市民の生活習慣

病予防対策として、特定健診等の受診を促すと

ともに、健康づくりへの積極的な取組を支援す

ることを目的として実施しております。 

 決算額は８４万９０００円で、特定健診受診

や対象イベントへの参加等により目標ポイント

に達成し、抽せんに当選した方への賞品発送に

係る業務委託料５６万８０００円、参加賞の購

入費１６万２０００円が主なものでございま

す。なお、特定財源として全額ふるさと八代元

気づくり応援基金繰入金がございます。不用額

の３７万８０００円は、印刷製本費の執行残に

よるものでございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

規模拡充とし、地域団体・企業等との連携強化

を図るとともに、携帯アプリの導入等を検討

し、若い世代が参加しやすい環境整備を行うこ

ととしております。 

 次に、同ページの下の表、産後ケア事業です

が、産後鬱の予防や新生児への虐待予防を図

り、産後も安心して子育てができるよう、産後

間もない産婦を対象に産婦健康診査を実施し、

その結果等から支援が必要と判断される産婦に

対し、心身のケアや育児サポート等の産後ケア

を実施しております。 

 決算額は３９６万３０００円で、医療機関へ
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の産婦健診委託料３６６万３０００円、医療機

関や助産所に対する産後ケア委託料１６万２０

００円が主なものです。なお、特定財源として

国庫支出金２分の１がございます。不用額２４

０万７０００円は、産婦健診受診者や産後ケア

利用者が当初見込みより少なかったことによる

ものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとし、法改正に伴い、今年度よ

り産後ケア事業の対象者を拡充し、産婦への心

身のケアや育児サポート等を充実させたところ

です。今後も、関係機関等との連携を図り、産

後も安心して子育てができる支援体制を確保し

ていくこととしております。 

 次に、６８ページの上の表、子育て世代包括

支援センター事業です。 

 子育て世代包括支援センターは、妊娠、出

産、育児に関する各種相談に応じ、妊娠期から

子育て期にわたり、切れ目のない支援を提供す

ることを目的に、令和２年４月に設置したもの

です。 

 決算額は２６９万３０００円で、相談員とな

る会計年度任用職員１名の報酬が主なものでご

ざいます。特定財源として、国庫支出金３分の

１と県支出金３分の１がございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、本センターの設置により相談

体制が強化され、妊娠期からの切れ目のない支

援体制の充実が図られており、今後さらに関係

機関との連携を深め、安心して子供を産み育て

られる環境を整えてまいります。 

 次に、少し飛びまして６９ページの下の表、

新型コロナウイルス感染症対策事業（本部事

務）ですが、新型コロナウイルス感染防止対策

に伴うマスク・消毒液の購入や市民への啓発活

動を行うものです。 

 決算額は２７８万５０００円で、感染対策用

マスクや消毒液購入費２６１万６０００円が主

なものでございます。特定財源として国庫支出

金がございます。また、不用額９４万５０００

円は、周知啓発用チラシの配布回数の減による

ものです。 

 今後の方向性としましては、市により実施、

現行どおりとし、蔓延防止宣言等に迅速に対応

できるよう情報収集に努め、市民への適切な新

型コロナウイルス感染症対策を講じることとし

ております。 

 次に、７０ページの上の表、各種予防接種事

業ですが、予防接種法に基づき、感染のおそれ

がある疾病の発生、発病と重症化及び蔓延を予

防し、健康を保持するため、各種予防接種を実

施しております。 

 決算額は３億７３６３万１０００円で、集団

予防として、乳幼児、児童生徒を対象に実施す

るＡ類疾病の予防接種委託料２億３７４７万６

０００円、個人予防として、高齢者を対象に実

施するＢ類疾病の予防接種委託料１億８５８万

８０００円が主なものでございます。なお、令

和２年度から、未就学児を対象にインフルエン

ザ予防接種費用の一部助成とロタウイルスワク

チン予防接種の定期接種化を実施しておりま

す。特定財源として国庫支出金と県支出金など

がございます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、今後も事業を継続し、市民に

対し効果的な接種勧奨を行い、接種率の向上を

目指すこととしております。 

 次に、同ページの下の表、新型コロナウイル

スワクチン接種事業ですが、予防接種法に基づ

く臨時接種とし、市民が早期に安全で安心な接

種が受けられる体制を整備し、接種を実施する

ことにより、感染症の発症や重症化を予防し、

感染の蔓延を防止するものです。 

 決算額は１５６０万６０００円で、健康管理

システムの改修業務委託料２１４万５０００

円、接種券等の印刷・封緘業務委託６８０万９
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０００円、コールセンター業務委託２１３万４

０００円が主なものでございます。なお、特定

財源として全額が国庫支出金でございます。な

お、個別接種医療機関への接種委託料や集団接

種の会場運営委託料、会場使用料などの６億５

４３９万４０００円を次年度へ繰り越しており

ます。 

 今後の方向性としましては、市による実施、

現行どおりとし、新型コロナウイルスワクチン

接種は、今年２月中旬より医療従事者等への優

先接種を開始いたしました。今後は、国の方針

等を踏まえ、早期に安全で安心な接種を実施す

ることとしております。 

 次に、飛びまして７２ページの上の表、市立

病院建物解体事業ですが、病院事業の廃止に伴

い、市立病院本館の解体工事を行ったものでご

ざいます。 

 決算額は２億１００１万３０００円で、内訳

は建物解体工事費１億８１３６万９０００円、

残置物処分委託料２７３２万４０００円、敷地

登記業務委託料１３２万円でございます。特定

財源として公共施設等適正管理推進事業債１億

６３２０万円がございます。 

 今後の方向性としましては、市立病院本館の

解体工事が令和３年３月に竣工しましたことに

伴いまして完了としております。 

 後に、主な流用額について説明をいたしま

す。決算書の１３４ページをお願いいたしま

す。 

 款４・衛生費、項１・保健衛生費、目１・保

健衛生総務費になります。１枚おめくりをいた

だきまして、１３７ページの一番右の備考欄を

お願いいたします。 

 保健衛生総務費の下から２番目の行ですが、

節１９・扶助費から目２・予防費、節１２・委

託料に４３３万４０００円を流用しておりま

す。これは、各種予防接種事業において、接種

者数が当初見込みより増加したことによるもの

でございます。 

 また、その下の行になりますが、同じく節１

９・扶助費から、目５・病院費、節１４・工事

請負費に１１９１万２０００円を流用しており

ます。 

 これは、市立病院建物解体事業において、試

掘調査の結果、想定以上に岩盤が固く、土留め

工事に係る工法を変更する必要が生じたことに

よるものでございます。 

 次に、１３８ページ、目５・病院費をお願い

いたします。 

 １３９ページの備考欄の下段でございます

が、節１４・工事請負費から節１２・委託料に

２７３３万１０００円を流用しております。 

 これは、市立病院本館の解体工事に含めて発

注することとしておりました残置物処理につい

て、保健所の指導により解体工事着工前に業務

委託として発注することとしましたことから、

流用して対応したものでございます。 

 以上で、衛生費のうち健康福祉部所管分の説

明とさせていただきます。御審議のほど、よろ

しくお願いをいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 何点かあります。ま

ず、６７ページの産後ケア事業、次の子育て世

代包括支援センター事業もありますけども、大

分その健診のケアも（聴取不能）もある。かな

り件数は伸びているんですか。これはどの程度

の利用率とかいうのが分かられますか。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（稲本京子君） 健康推進課の稲本

です。よろしくお願いします。 

 産後ケア事業の実績でよろしいでしょうか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（稲本京子君） 令和２年度ですけ

れども、まず、産後健診と産後ケアて、２種類
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してありまして、産後健診のほうが６９９人、

健診を受けていただいておりまして、８５.

２％の実績でした。あと、産後ケアというの

が、宿泊型ケアと訪問型ケア、２種類を実施し

ておりますけれども、令和２年度におきまして

は、宿泊型はありませんでしたけども、訪問型

が４人、利用がございました。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 子育て世代包括支援

センターの事業が、先ほど職員が１名というふ

うに伺ってたんですが、今後の方向性として

も、件数が４０００件というふうな形にもなっ

てますし、本当に１人で大丈夫なのかなという

ふうに思うんですけど、その辺は大丈夫なんで

しょうか。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（稲本京子君） 子育て世代包括支

援センターの専任の職員が今１名ということで

よろしかったでしょうか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（稲本京子君） 今、助産師を専任

で配置しておりまして、その専任の助産師のほ

うが、妊娠中から産後の相談等を中心に受けて

いただいております。ただ、今、市の保健師の

ほうでも、併せて校区担当制をひいておりまし

て、そちらの保健師と連携しながら支援を進め

ております。 

 今後また拡大をですね、状況に応じて職員の

配置等は今後の検討かと考えております。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 保健師との連携を取

りながらということで、安心しました。大丈夫

です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） ６２ページの千丁健

康温泉センター、こちらの業務のほうの委託な

んですけど、決算額から見ると２５６５万円の

赤字状態にあるということで認識してよろしい

ですか。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 失

礼します。 

 千丁健康温泉センターにつきましては、昨年

度、コロナ禍もありまして、やっぱり入場者数

も減ってきたんですけども、その分の赤字がそ

れだけあったということで構わないと思いま

す。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） 今後、何かこういう

改善するようなこととか考えられていますか。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 失

礼します。 

 先ほどもコロナ禍でかなり入場者数が減って

きたということがあるんですけども、コロナが

収束すればですね、昨年度よりも入場者数が増

えてきて歳入も増えてくるのではないかなと考

えております。 

 以上です。 

○委員（中山諭扶哉君） すいません。ちなみ

に去年の金額をちょっと教えてもらっていいで

すか。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 失

礼します。入場者数は調べてきたんですが、金

額はちょっと調べてないんで、後ほどまた回答

したいと思っております。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（中山諭扶哉君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） ６５ページの初期救

急医療の推進事業で、新型コロナウイルス感染

症対策分で、医師会のほうでですね、運営委託

費で環境整備分というふうに言われたんですけ

ど、それ具体的にどういうことをされたんでし

ょうか。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 失
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礼します。 

 ３４７万６０００円のことだと思うんですけ

ども、実際、これを夜間急患センターのほうに

委託料を増額しまして、内容としましてはです

ね、マスク、あるいはフェイスガード、使い捨

て手袋だとか、非接触型の体温計だとか、解析

つきの心電計、あるいは自動の薬を分ける分包

機あたりの購入に充ててもらっております。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 分包機、どの程度の

ものですか。全自動、それとも錠剤のみとい

う、その辺分かられますか。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 失

礼します。 

 こちらちょっと聞いてますのは、自動分別の

分包機というふうに聞いてるもんで、ちょっと

中身についてはすいませんが、ちょっと確認は

しておりません。すいません。 

○委員（橋本徳一郎君） じゃ、また。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１７号・令和２年度八代市一般会計

歳入歳出決算中、当委員会関係分については、

これを認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は認定することに決しました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午後１時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時５１分 本会） 

◎議案第１１８号・令和２年度八代市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１１８号・令和２年度八代市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算について、健

康福祉部から説明を願います。 

○健康福祉部長（福祉事務所長兼務）（丸山智

子君） それでは、令和２年度国民健康保険、

後期高齢者医療、介護保険、診療所の４つの特

別会計決算の認定をお願いするに当たりまし

て、健康福祉部長としての総括をまとめて述べ

させていただきます。 

 まず、国民健康保険特別会計についてです

が、平成３０年に持続可能な医療保険制度を構

築するため、都道府県が市町村と共に保険者と

なる国保の都道府県化が実施され、３年が経過

いたしました。 

 令和元年度まで赤字を計上し、５年連続とな

る繰上げ充用を行っておりましたが、令和２年

度決算では、約３億２０００万円の黒字とな

り、ようやく 大約７億円あった累積赤字を解

消することができました。都道府県化の効果や

医療費の減少など幾つかのプラス要因が重なっ

たことが功を奏したものと思われます。 

 しかしながら、被保険者数の減少により税収

総額は今後も減少していくと予想される中、１

人当たり医療費は新型コロナウイルス感染症感

染拡大に伴う受診控えもあり、令和２年度は令

和元年度に比べ減少となりましたが、年々増加

傾向にありますので、依然として厳しい財政状

況にあることには変わりありません。健全な国

保財政を維持できるよう、ジェネリック医薬品

の使用促進やレセプト点検の充実強化などの医

療費適正化対策や特定健診など保健事業の推

進、収納率の向上に取り組んでまいります。 

 次に、後期高齢者医療特別会計についてです

が、保険者は熊本県後期高齢者医療広域連合と
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なっておりまして、本市では、広域連合との事

務分担に基づき保険料の徴収、各種申請の受

付、健康保持増進事業等を行っています。 

 後期高齢者の数は、制度発足以来増加傾向に

あり、令和２年度末で２万２５１１人となって

います。ここ二、三年は一旦落ち着きを見せま

すが、今後増加していくことが見込まれること

から、現在の健全財政が維持できるよう、保険

料収入の確保に努めるとともに、高齢者健診や

訪問指導等の健康保持増進事業などにより、高

齢者の健康増進を図ってまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、介護保険特別会計についてですが、令

和２年度の決算では、基金への積立ても行った

上で、単年度収支が約８億４０００万の黒字と

なるなど、安定した財政運営が続いておりま

す。 

 しかしながら、今後も高齢化の進展や認定者

数の増加等により給付費の伸びが見込まれるこ

とから、状況に応じた介護保険サービスの提供

や介護給付の適正化に向けた取組、さらには地

域包括支援センター等と連携した介護予防の取

組が重要と考えております。 

 また、医療や介護を必要とする高齢者が、住

み慣れた地域で安心して暮らし続けることがで

きるよう、地域包括ケアシステムの構築に向け

て、医療と介護の連携にも引き続き取り組んで

いるところです。 

 後に、診療所特別会計についてですが、民

間の医療施設がない泉地域の下岳地区、五家荘

地区などにおいて、３つの僻地診療所を運営し

ています。人口減少に伴い、受診者数は減少傾

向にありますが、地域住民に安定的な医療を提

供するためには欠かせない事業であり、引き続

き、県や関係機関と連携した医師の確保と医療

体制の整備に努めたいと考えております。 

 以上、健康福祉部が所管します令和２年度特

別会計決算につきましての健康福祉部長として

の総括といたします。 

 それでは、議案第１１８号・八代市国民健康

保険特別会計及び議案第１１９号・八代市後期

高齢者医療特別会計を国保ねんきん課西田課長

が、議案第１２０号・八代市介護保険特別会計

を石本長寿支援課長が、議案第１２４号・八代

市診療所特別会計を野田理事兼健康福祉政策課

長が説明いたしますので、御審議のほど、よろ

しくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（西田裕一君） こんにち

は。(｢こんにちは」と呼ぶ者あり）国保ねんき

ん課の西田でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。座って説明させてもらってよろ

しいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○国保ねんきん課長（西田裕一君） それで

は、議案第１１８号・令和２年度八代市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算について御説明申

し上げます。 

 歳入につきましては、令和２年度八代市特別

会計歳入歳出決算書、歳出につきましては、令

和２年度における主要な施策の成果に関する調

書及び土地開発基金の運用状況に関する調書そ

の２にて御説明いたします。 

 それでは、調書その２の１８１ページをお願

いいたします。 

 まずは、国民健康保険特別会計の令和２年度

決算の概略について簡単に説明させていただき

ます。表の左側が歳入、右が歳出となっており

ます。 

 それでは、まず歳出でございます。第１款・

総務費の決算額１億９１０４万１０００円は、

職員の人件費や被保険者証や保険税算定通知書

発行に要する事務費及び国保連合会が行う共同

処理など国保に関わる事業の経費に対する負担

金及び本市の国保運営協議会に係る経費などで

ございます。 

 第２款・保険給付費１１５億１８４８万３０



 

－39－

００円は、被保険者の医療費等に係る保険給付

に要した経費で、歳出の７０％を占めます大き

な事業でございます。 

 第３款・国民健康保険事業費納付金４５億５

６３１万３０００円は、県全体の医療費を賄う

ために、市町村ごとに案分され、熊本県へ納付

するもので、歳出の２７.７％を占めておりま

す。 

 第４款・共同事業拠出金８０万６０００円

は、テレビ放送等の国保の広報事業など、国保

連合会が行う共同事業経費に対し拠出するもの

でございます。 

 第５款・保健事業費１億１２６０万７０００

円は、特定健診や特定保健指導、人間ドック、

脳ドックなどの疾病予防、レセプト点検やジェ

ネリック医薬品の普及啓発などの医療費適正化

に係る経費が主なものでございます。 

 第６款・諸支出金２１３８万９０００円は、

県交付金の超過交付分の返還金及び被保険者へ

保険税の過誤納付分の返還金が主なものでござ

います。 

 第８款・繰上充用金５１７６万８０００円

は、令和元年度決算におきまして、歳入が歳出

に不足するに至ったため、令和２年度の予算か

ら充用したものでございます。 

 表の左をお願いいたします。歳入でございま

す。 

 第１款・国民健康保険税３４億２４４８万９

０００円は、被保険者から負担いただいている

保険税で、歳入の２０.４％を占めておりま

す。 

 少し飛ばしまして、第４款・県支出金１１７

億７８８７万２０００円は、歳出の保険給付費

のうち医療費に係る分を県が交付したものや、

医療費適正化等の取組に応じて交付されるも

の、財政面の不均衡を調整するために交付され

るものなどで、歳入の７０.２％を占めており

ます。 

 第５款・繰入金１４億９２５４万８０００円

は、国保事業に要します人件費及び事務費分や

低所得世帯の保険税軽減分を公費で補塡する分

などを一般会計から繰り入れるもので、ほとん

どが法定繰入れ分でございます。 

 この表左の歳入の合計の決算額（Ａ）は、１

６７億７４７７万３０００円で、右の歳出の合

計の決算額（Ｂ）は１６４億５２４０万７００

０円でございます。歳入合計から歳出合計をひ

きました、その下、歳入歳出差引額（Ａ）－

（Ｂ）は、３億２２３６万６０００円の黒字で

ございます。なお、翌年度へ繰り越すべき財源

１７０万１０００円を差し引いた一番下の欄の

実質収支額は実質の繰越額でございまして、３

億２０６６万５０００円でございます。 

 それでは、歳出の主な事業について御説明さ

せていただきます。 

 １８３ページをお願いいたします。 

 保険給付費事業でございます。この事業は、

被保険者の医療費等に係る保険給付に要した経

費でございます。 

 決算額は１１５億１８４８万２０００円で、

その内訳は療養給付費（一般）９８億４８９万

４０００円、療養費（一般）６８７７万１００

０円、高額療養費（一般）１５億６２５３万４

０００円、出産育児一時金４６７１万５０００

円が主なものでございます。特定財源といたし

まして、県支出金の普通交付金１１３億７７８

６万５０００円があります。不用額の１０億５

５０万円は、被保険者数の減少や新型コロナウ

イルス感染症拡大の影響による医療機関への受

診控えにより、見込みより医療費がかからなか

ったことによるものでございます。 

 今後の方向性は、現行どおり市により実施し

ていくこととしておりますが、法令に基づく適

正な保険給付を行うとともに、保健事業や医療

費適正化事業など、医療費の増大を抑える取組

も行ってまいります。 
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 その下、医療給付費等納付金事業でございま

す。 

 この事業は、平成３０年度から国保の運営に

おいて、県が財政運営の主体となったことに伴

い、県が、県全体の医療給付費を見込んだ上

で、市町村ごとの所得水準や医療費水準を考慮

して決定したものでございます。 

 決算額は４５億５６３１万３０００円でござ

います。その内訳は、医療給付費分納付金（一

般）３３億５８２万１０００円、後期高齢者支

援金等分納付金（一般）９億２７７６万１００

０円、介護納付金分納付金３億２０４９万９０

００円が主なものでございます。特定財源は、

県支出金特別交付金（保険者努力支援分）が５

５３７万１０００円、特別交付金（特別調整交

付金分）が２億２８４８万７０００円、特別交

付金（県繰入金分）５８８２万８０００円があ

ります。 

 今後の方向性は、現行どおり市により実施し

ていくこととしておりますが、医療費の増加に

伴い、この納付金も増加することになりますの

で、できるだけ医療費がかからないよう、歳出

におきましては、医療費適正化事業や保健事業

の実施により医療費の抑制に取り組むととも

に、歳入面においては国・県からの財政支援の

拡大に努めてまいります。 

 次に、１８４ページをお願いいたします。医

療費適正化推進事業でございます。 

 この事業は、増大する医療費の抑制のため、

特定健診の受診率向上と糖尿病性腎症重症化予

防に係る取組のほか、医療機関から提出された

診療報酬明細書でありますレセプトの点検業務

の実施、後発医薬品でありますジェネリック医

薬品の使用を促進し、医療費適正化を図るもの

でございます。 

 決算額は１３４５万９０００円で、その内訳

は健康推進課での管理栄養士３人の人件費７２

０万５０００円、需用費・役務費で１４２万

円、国保ねんきん課での診療報酬明細書点検整

理等業務委託で４３６万７０００円が主なもの

でございます。特定財源は、県支出金、特別交

付金（保険者努力支援分）５９６万７０００

円、特別交付金（特別調整交付金）１４９万２

０００円、特別交付金（県繰入金）４８３万４

０００円があります。 

 今後の方向性は、現行どおり市により実施と

しておりますが、特定健診受診率の向上の取組

や医療機関と連携した保健指導を実施するとと

もに、効率的なレセプト点検の実施、ジェネリ

ック医薬品の普及促進を図ってまいります。 

 次に、下の表、国保保健指導事業でございま

す。 

 この事業は、医療機関の重複受診や頻繁に受

診しておられる被保険者を対象に、保健師が個

別に訪問し、日常生活指導や適正受診に関する

指導を行い、自主的な健康づくりを支援するも

のでございます。 

 決算額２４０万８０００円は、訪問指導を行

う会計年度任用職員の訪問保健師の報酬等にか

かる経費が主なものでございます。特定財源は

県支出金、特別交付金（保険者努力支援分）１

９２万６０００円、特別交付金（特別調整交付

金）４８万２０００円があります。 

 今後の方向性としましては、コロナの感染予

防対策を行った上で、効果の高い訪問指導を行

うことにより、医療費の適正化を図るため、市

により実施していくこととしております。 

 続きまして、１８５ページをお願いいたしま

す。疾病予防事業でございます。 

 この事業は、被保険者の疾病の予防と健康の

保持増進を図るとともに、適正受診に対する意

識を高めることで、医療費の適正化を図るもの

でございます。 

 決算額は３１４３万２０００円で、はり・き

ゅうマッサージ等助成金７４３万円、人間ドッ

ク・脳ドック助成金１０１０万円、医療費通知
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等郵便料４７１万円、共同電算処理業務委託７

３９万５０００円が主なものでございます。特

定財源は、県支出金、特別交付金（特定健診等

負担金）１９１万６０００円があります。不用

額１２９８万４０００円は、人間ドックの受診

者がコロナの影響により見込みより少なかった

ことによるものでございます。 

 今後の方向性は、現行どおり市により実施と

しており、疾病の早期発見、早期治療に結びつ

く取組を行ってまいります。 

 その下の表、特定健診事業をお願いいたしま

す。 

 この事業は、心筋梗塞や脳血管疾患などのリ

スクとなるメタボリックシンドローム該当者及

びその予備群を的確に抽出するために、被保険

者の４０歳から７４歳までの方に対して特定健

診を実施するものでございます。 

 決算額は５６５５万３０００円で、特定健診

に係る委託料５５４８万５０００円が主なもの

でございます。特定財源は、県支出金、特別交

付金（特定健診等負担金）で事業費の３分の２

に当たる２０８５万９０００円、特別交付金

（県繰入金）５８１万６０００円があります。

不用額の３１２１万４０００円は、コロナの影

響による受診控えで、健診受診者が見込みを下

回ったことによるものでございます。 

 今後の方向性は、現行どおり市により実施と

しており、効果的な受診勧奨や医療機関と連携

し受診率向上に取り組んでまいります。また、

コロナの感染予防対策を十分に行い、安心して

受診できる体制をつくってまいります。 

 続きまして、１８６ページをお願いいたしま

す。特定保健指導事業でございます。 

 この事業は、特定健診の結果、特定保健指導

対象者となった方へ早期に生活習慣の改善の保

健指導の介入を行い、人工透析等の疾病の発症

及び重症化を予防することを目的とした事業で

ございます。 

 決算額は８７５万７０００円で、特定保健指

導委託料２６３万６０００円、会計年度任用職

員、保健師・管理栄養士２人の報酬等４７６万

９０００円が主なものでございます。特定財源

は県支出金、特別交付金（特定健診等負担金）

２７７万５０００円があります。翌年度への繰

越額１７０万１０００円は、コロナの影響で令

和２年度の特定健診が４月から５月が休止とな

ったため、１２月まで延期して実施となったこ

とに伴い、特定健診受診後の特定保健指導につ

いても延期となり、年度内の完了が困難になっ

たため、繰り越したものでございます。なお、

これは令和２年１２月定例会で承認をいただい

ているところでございます。不用額の５０６万

１０００円は、コロナの影響による受診控えが

多く、特定健診の受診者が減少したことから、

健診結果に基づき実施する特定保健指導につい

ても対象者が減り、委託件数が予定より下回っ

たことによるものでございます。 

 今後の方向性は、現行どおり市により実施と

しておりますが、メタボリックシンドローム該

当者、予備群の割合の減少を目指し、効果的な

保健指導に向けた取組や様々な媒体を活用した

健康情報の提供を行ってまいります。 

 その下の繰上充用金事業をお願いいたしま

す。 

 この事業は、令和元年度決算におきまして、

歳入が歳出に不足するに至ったため、令和２年

度の予算から充用したものでございます。な

お、これは令和２年５月１５日付で専決処分を

行い、６月定例会におきまして御承認をいただ

いたところでございます。 

 決算額は５１７６万８０００円でございま

す。不用額の１５２３万２０００円は、令和元

年度の累積赤字額が見込みより少なかったこ

と、すなわち 終的な税収が見込みを上回った

ことによるものでございます。 

 今後の方向性は、累積赤字は令和２年度決算



 

－42－

において解消されましたので、完了、終了とし

ておりますが、今後もこの状況を継続できるよ

う財政健全化の取組を行ってまいります。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入の主なものにつきまして、令和２

年度八代市特別会計歳入歳出決算書により御説

明いたします。 

 すいませんが、決算書の１６ページと１７ペ

ージをお願いいたします。 

 歳入の金額につきましては、１７ページの右

から４列目の収入済額で申し上げます。なお、

千円未満切り捨てで説明させていただきます。 

 まず、款１・国民健康保険税でございます

が、収入済額は３４億２４４８万８０００円

で、前年度に比べ１２５万３０００円の減でご

ざいます。調定額に対する収入済額の割合であ

ります徴収率は、現年度課税分は９４.１２％

で、前年度に比べ０.５４ポイント上昇と６年

連続上昇しております。滞納繰越分は１８.

４％で、前年度に比べ２.６８ポイント上昇し

ております。収入済額の右側の不納欠損額９２

１４万４０００円は、地方税法の規定による滞

納処分の執行停止が３年間継続したときなど、

納税義務が消滅してしまうものでございます。

その右の欄の収入未済額８億７６７万４０００

円は、いわゆる滞納額で、令和２年度中に徴収

できず次年度に繰り越されて徴収の対象になる

ものでございます。なお、前年度決算より５７

０５万２０００円の減、６.６％の減となって

おります。 

 なお、内訳としまして、目１・一般被保険者

国民健康保険税、目２・退職被保険者国民健康

保険税と分かれておりますが、退職被保険者と

は、厚生年金などの加入者で一定の要件を満た

す方が国保の被保険者となった場合、その方が

６５歳になるまで医療給付費を社会保険が負担

するという制度でございます。なお、この退職

者医療制度は、平成２６年度末で廃止となり、

その後は経過措置が取られているものでござい

ます。 

 また、目１・一般被保険者国民健康保険税の

節１から節３までは現年度課税分で、医療給付

分課税、後期高齢者支援金分課税、介護納付金

分課税からなっております。節４から節６まで

は滞納繰越分でございます。目２の退職者被保

険者等国民健康保険税においても同様でござい

ます。なお、備考欄の還付未済額は、保険税額

の更正により還付通知を出しましたが、出納閉

鎖期間中までに受け取りがなされていないもの

でございます。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたしま

す。 

 １つ飛ばしまして、款３・国庫支出金、項

１・国庫補助金、目１・社会保障・税番号制度

システム整備費補助金、節１・社会保障・税番

号制度システム整備費補助金３５９万円は、マ

イナンバーカードの保険証利用に対応するため

のオンライン資格確認等の導入に伴うシステム

の改修を行った経費を国が全額補助したもので

ございます。 

 また、目２・災害等臨時特例補助金、節１・

災害等臨時特例補助金１０２８万９０００円

は、新型コロナウイルス感染症により収入が減

少された世帯に令和２年度の保険税減免を行っ

た分の約３割と、令和２年７月豪雨により被害

を受けた世帯に減免を行った分の約２割を国が

補助したものでございます。 

 その下の款４・県支出金の収入済額は１１７

億７８８７万１０００円でございます。 

 項１・県負担金・補助金、目１・保険給付費

等交付金、節１・普通交付金１１３億７７８６

万４０００円は、本市が行った保険給付費のう

ち、出産育児一時金や葬祭費などを除く保険給

付費を県が交付するものでございます。 

 次の節２・特別交付金４億１００万７０００

円は、医療費適正化等の取組に成果を上げた保



 

－43－

険者を評価し、成果に応じたインセンティブと

して国から交付される保険者努力支援分や市町

村の特殊な事情による財政面の不均衡を調整す

るために交付される特別調整交付金などでござ

います。 

 その下、款５・繰入金の収入済額は１４億９

２５４万７０００円でございますが、そのほと

んどが法定繰入れ分でございます。 

 内訳は、項１・一般会計繰入金、目１・一般

会計繰入金、節１・職員給与費等繰入金１億８

７９０万円は、国保事業に要します人件費及び

事務費でございます。 

 節２・出産育児繰入金３１１４万３０００円

は、出産育児一時金の決算額の３分の２に相当

するものでございます。節３・保険基盤安定繰

入金１０億１６０１万９０００円は、低所得者

数に応じ、保険料の一定割合を公費、国・県・

市で支援するとともに、低所得世帯の保険税軽

減分を公費で支援するもので、国・県の負担分

を一般会計で受け入れて、市の負担分を加えて

繰り入れたものでございます。節４・財政安定

支援事業繰入金２億５１９４万８０００円は、

被保険者数の保険税の負担能力が特に不足して

いること、すなわち加入者の所得が低いことや

高齢者が特に多いことなど、地域の特性による

国保財政の負担の増加に対する支援分でござい

ます。 

 ２０ページ、２１ページをお願いいたしま

す。 

 節５・その他一般会計繰入金５５３万６００

０円は、本市が実施するこども医療事業に係る

国保の国庫負担金減額分を一般会計から繰り入

れるものでございます。 

 その下、款６・諸収入の収入済額は６２３２

万４０００円でございます。内訳は、項１・延

滞金加算金及び過料、目１・一般被保険者延滞

金、節１・一般被保険者延滞金１６３１万５０

００円は、保険税が納期限までに納入されない

場合に、本来の税額に加えて遅延した日数に応

じた金額を納付していただくものでございま

す。 

 項を１つ飛ばしまして、項３・雑入の収入済

額は４６００万９０００円でございます。その

内訳は、目１・一般被保険者第三者納付金、節

１・一般被保険者第三者納付金の収入済額１２

３１万２０００円は、被保険者が交通事故など

第三者行為の被害者となった場合に、治療のた

め一時的に国保を使用した分を過失割合等に応

じて加害者に請求し、徴収したものでございま

す。 

 目３・一般被保険者返納金、節１・一般被保

険者返納金の収入済額２３１万円は、被保険者

が社会保険に加入した後に、国保の被保険者証

を提示して医療機関を受診した場合などに、後

日、本市の国保から給付した保険給付費を返納

していただいたものでございます。 

 続きまして、２２ページと２３ページをお願

いいたします。 

 目６・国民健康保険診療報酬等返納金、節

１・国民健康保険診療報酬等返納金３１３３万

円は、令和２年３月に国保連の概算請求により

支払いを行った令和２年２月診療分の診療報酬

について、令和２年４月に額が確定し、過大に

支払った分の返還を受けたものでございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 これで、議案第１１８号・令和２年度八代市

国民健康保険特別会計歳入歳出決算についての

説明を終わらさせていただきます。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の分について質

疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 幾つかあるんですけ

ど。歳入のことなんですけども、まずは、すい

ません、決算書の２１ページ、保険者延滞金の

部分ですけれども、結構すごい金額になってい

るんですが、これが追加分で徴収ということに
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なるんですけど、これの加算料率とですね、

大の延滞されてる方の期日、どのくらい延滞さ

れてるかというのをちょっと教えていただきた

いんですけど。 

○納税課長（坂井宏全君） 納税課の坂井と申

します。よろしくお願いいたします。 

 延滞金の率でございますが、令和３年１月１

日からは延滞金の率は８.８％となっておりま

す。 初の１か月につきましては、２.５％と

なります。その以前、平成３０年１月１日から

令和２年１２月末まででございますが、延滞金

の率は８.９％、 初の１か月は２.６％という

ことになっております。 

 個別の延滞金の額につきましては、ちょっと

資料を持ってきておりませんので、後ほど用意

したいと思います。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい、今の件につい

ては結構です。 

 あと、すいません、ちょっと場所が分からな

くなりましたけど。県からの保険の収入につい

て、特別な行為があった場合に、認定された分

について特別に追加して交付されるというのが

あったと思うんですけども。すいません、保険

者努力支援分ですかね。これが、実際どういう

ことをしたら、これがついてくるのかなという

のを確認したいと思います。 

○国保ねんきん課長（西田裕一君） 保険者努

力支援制度というのがありまして、医療費適正

化の取組に成果を上げた保険者を評価してです

ね、成果に応じたインセンティブであります国

からの財政支援を行うという制度でございま

す。 

 具体的には、特定健診の受診率や特定保健指

導率を向上させたり、ジェネリック医薬品の使

用割合を向上させたり、あるいは保険税の収納

率を向上させたといった指標がありましてです

ね、それぞれに評価をして支援を行うという制

度でございます。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 特定健診のあれは、今

のあれに入っとっですか。受診率によってから

ペナルティーが科せられたり、ある程度加算さ

れたり、恩恵があったりとか。今のとはその部

分ですか、以前からあっとった。特定健診の受

診率によって、いろんな加算されたり、ペナル

ティーがあったり。私も、それちょっと受診率

のことで尋ねようかなと思ってるんですが、今

の関連してたら、併せて答弁願いたいと思いま

す。 

○国保ねんきん課主幹兼医療給付係長（塚本泰

広君） 医療給付係の塚本と申します。 

 今御質問の、特定健診の受診率等が保険者努

力支援制度に関わっているかというようなお話

なんですけれども、その部分についても評価指

標として上がっておりまして、令和２年度から

は悪いところにはマイナスということで、そう

いったのも入っているということで、その中に

入っているということになります。 

○委員（橋本幸一君） 今回のその八代の分に

ついてはどういう影響が出ているんですか。 

○国保ねんきん課主幹兼医療給付係長（塚本泰

広君） 今回がですね、令和２年度についてで

すけれども、まずですね、特定健診受診率だと

か、特定保健指導率だとかというのをひとまと

めにした指標というのがあるんですけれども、

それが満点が１９０点満点中、八代としては７

５点。ちなみにですね、県平均が８３.３３と

いうことで、若干県平均を下回っているという

状況になります。 

○委員（橋本幸一君） 点数は分かったんです

が、例えば、財源的に何か影響あるんですか。 

○国保ねんきん課主幹兼医療給付係長（塚本泰

広君） この保険者努力支援制度については、

全国の市町村の総得点を合計しまして、全体で
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市町村分が５００億ございますので、それを得

点に応じて案分をしていくというような形にな

りますので、得点が多ければ、その分、割合と

しては増えてくると。得点が少なければ、こち

らに入ってくる額は少なくなってくると。 

 いずれにせよ、総額がありますので、点が上

がったから確実に前年と比べて上がるという…

…。（委員橋本幸一君「定額というわけじゃ、

ポイント（聴取不能）はいないわけですね」と

呼ぶ）１点幾らということではなくって、全市

町村の得点に応じて変わってきますので、昨年

と比べて点数が上がったから、交付額が上がる

とかっていうのは一概には言えないんですけれ

ども、少なくとも点数が上にいけばいくほど、

全体としての割合も大きくなりますので、交付

額としては多くなるという形にはなります。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） もう一つよろしいです

か。今回、国保の黒字化したというのは、非常

に喜ばしいことと思うんですが、これまで冬場

のインフルエンザというのが非常に土壇場で赤

字になったり、微妙な影響がいろんな自治体で

もあっとったと思うんですが、今回について

は、コロナに対して受診控えというのが非常に

プラスのほうに働いたということにつながって

いるという、今説明だったんですが、裏を返せ

ば、結局コロナ以外の、結局何といいますか、

重症化する患者さん、例えば、がんが早期発見

が遅れて慢性化したり、やっぱりそういう半

面、悪いほうの影響というのはつかんでおられ

ないんでしょうか。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（稲本京子君） 数字的なものはち

ょっとつかんでおりません。ただ、個別にです

ね、がん検診が受診率が……。（委員橋本幸一

君「下がっとるですよね」と呼ぶ）低かったん

ですけれども、特定健診も一緒ですけど、そこ

で、受診を控えられた方が、例えば、今年受け

られて重症化した疾患が見つかる。例えば、糖

尿病が悪化して見つかったりとか、あと、例え

ば、がんが見つかって、もうちょっと早く見つ

ければよかったと。反対に見つかってよかった

という方もいらっしゃいますけど、ちょっとが

んがステージが進行して見つかったという方も

いらっしゃいます。すいません、個別の相談が

あった時点で分かりますけど、全体的な、すい

ません、集計の数字は分かりません。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 黒字に５年ぶりですか

ね、なったということ、７億あった赤字も解消

したという話ですけども、赤字負担分というこ

とで加算が３０００円だったですかね、何かあ

ったような認識があるんですけど。私自身、こ

の部分について、３０００円の部分をですね、

少なくとも減額という方針を出してもいいんじ

ゃないかなというふうな思いを持ってるんです

けど、保険税率についてどのような見解をお持

ちなのかということについてお聞かせいただけ

ればと思います。 

○国保ねんきん課長（西田裕一君） 委員御質

問の、保険税率を引き下げてもいいのではない

かということでございますが、本市の国保特会

では、確かに平成２７年度に多額の累積赤字が

生じまして、それを解消するためにですね、平

成３０年度に保険税率の改正を行ったところで

ございます。その効果がありまして、税収のほ

うは安定的に確保できておりまして、赤字解消

となったわけでございますが、ただ、状況を考

えますと、１人当たりの医療費というのが増加

傾向にあるということでございまして、これは

被保険者の高齢化とかですね、医療技術の高度

化などがありましてですね、どうしても増加を

し続けているという状況があります。また、コ
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ロナがですね、医療費や個人の所得にどのよう

な影響を及ぼすのかですね、不透明な部分が多

くございまして、二、三年後の収支の見通しが

立ちにくいという状況でございます。 

 国保としましてもですね、疾病の予防事業と

かですね、医療費適正化事業を行いまして、医

療費の増加抑制には取り組んでおりますが、こ

のままですね、１人当たりの医療費の増加が止

まらずにですね、そのまま続いていきますと、

結果的に医療費に見合う税収が必要となります

ので、その場合は保険税率を上げないといけな

いという可能性もありますのでですね、もうし

ばらくは様子を見たいと考えております。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（大倉裕一君） 意見で言います。 

○委員長（中村和美君） ありがとうございま

す。 

 ほかございませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 特定健診の事業で、

下のほうに受診率がずっと書いてありますけど

も、新型コロナ感染症によりというふうには書

いてありますが、もしかすると、ほかの健診制

度を使ったりとかいうこともあり得るかなとい

うふうに思うんですが、全体的なほかの健診も

使ったりとか、全市民の、ほかの健診も受診し

てる数だとか、そういったものはつかんでらっ

しゃるか。もし持ってらっしゃるんだったら、

その数、受診率、健診の率なんかも教えていた

だきたいんですが。 

○健康推進課長（子育て世代包括支援センター

所長兼務）（稲本京子君） すいません、特定

健診以外の受診ということですけれども、国保

で受診しております特定健診が、市が実施して

おります特定健診といいますのは、４０歳から

７４歳までの国保の被保険者のみになりますの

で、それ以外の実態というのは市のほうではつ

かんではおりません。 

 ただ、国保の被保険者の方、特定健診は今、

受診率が２年度は低くて２５％ぐらいなんです

けども、それ以外で、例えば、職場で健診を受

けられる方でしたりとか、あと自費で人間ドッ

クを受けられる方とかいらっしゃると思いま

す。そちらのほうはなるべく情報提供いただけ

るように周知をしております。情報提供があり

ましたら、市の特定健診の１件としてカウント

もできますので、そういったところを積み重ね

て周知をですね、丁寧にしていきたいと思って

ます。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） はい、分かりまし

た。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。ほ

かありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

○委員（大倉裕一君） 先ほど言いました保険

税率の関係ですけども、健全でですね、持続可

能な財政運営を行っていくということは基本中

の基本であろうというふうにも思っております

し、部長の総括からも述べられたので、薄々そ

のような引き下げということについてはです

ね、慎重な答弁があるのかなというふうには思

ってたんですけども、これ、やはりここまで黒

字に持ってこれたというとは、国保加入者の市

民の努力のたまものですよね。こういった状況

になったということを、まずもって市民の皆さ

んにはしっかりと説明をしていただきたいとい

うふうに思います。 

 市のほうが、どういう、先々のことを考え

て、まだその税率については慎重姿勢であるの

かというところも含めて、説明を果たしていた

だければというふうに思います。 

 私個人としては、税率０.００１とか、０.０
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０２でもですね、ほんのわずかな分でも下げて

いただいて、これまで努力してきた加入者にで

すね、何といいますかね、御褒美といいます

か、その努力の褒美的なところをですね、出し

てもいいのかなというふうな思いを持っとりま

すけども、その点も下げるところも視野に少し

入れていただきながら、今後の財政運営といい

ますか、国保の運営をですね、行っていただけ

ればというふうに思うところを意見として述べ

させていただきたいと思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 私は、市町村合併して

ですね、コロナの、コロナではなかった、国保

医療で非常に議論されて、今日監査委員もおい

でですが、江﨑監査委員も非常に当時のことを

分かってられると思うんですが、やはり３億の

黒字と言っても、これはもう、１つ何か大きな

災いが来れば一気に赤字転落するという、やっ

ぱりそういう非常にまだ危機的状況にあるとい

うのは、私は変わりないと思うんですね。 

 これから見てみますと、予防医療、これをい

かにやっぱり皆さんに周知して、できるだけ医

療費を安くしていくかと、これが達成してか

ら、しっかりした国保の体制が確立できるんじ

ゃないかなと思っております。 

 確かに、３０００円下げるのはやすいかもし

れんけど、しかし、やっぱり全体のこの国保の

これからの将来を考えれば、しっかりした予防

医療の確立された、その後での対応が、これは

末永い安定というのにつながると思うので、そ

こをよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（中村和美君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本徳一郎君） 国保全体の黒字化に

ついてはですね、私、大倉委員と同じように、

できればですね、少しでもということと、実

際、今までの３０００円というのが累積赤字の

解消分という名目で追加徴収してるというのが

ありますので、改めてそれを算出し直して、将

来の予測にも合わせたというのを説明するべき

ではないかというふうに思います。 

 あわせて、先ほどあった努力支援分というの

がありますけども、その中に保険税の徴収済率

とかもありますけども、実際支払い困難な方も

かなりおられますので、その分の対応をです

ね、相談があった場合はもう一度誠実に対応し

ていただいて、延滞金もかなりの利率にもなっ

てます。その辺の部分を配慮をしっかりしてい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１８号・令和２年度八代市国民健康

保険特別会計歳入歳出決算については、これを

認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は認定することに決しました。 

 執行部入れ替わりのため、小会します。 

（午後２時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４７分 本会） 

◎議案第１１９号・令和２年度八代市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中村和美君） それでは、本会に戻

します。 

 次に、議案第１１９号・令和２年度八代市後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、

健康福祉部から説明願います。 

○国保ねんきん課長（西田裕一君） 国保ねん

きん課の西田でございます。引き続き、よろし

くお願いいたします。座って説明させていただ

きます。 

○委員長（中村和美君） はい。 
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○国保ねんきん課長（西田裕一君） それで

は、議案第１１９号・令和２年度八代市後期高

齢者医療特別会計歳入歳出決算について、御説

明申し上げます。 

 歳入につきましては、令和２年度八代市特別

会計歳入歳出決算書、歳出につきましては令和

２年度における主要な施策の成果に関する調書

及び土地開発基金の運用状況に関する調書その

２にて御説明いたします。 

 それでは、調書その２の１８７ページをお願

いいたします。 

 まずは、後期高齢者医療特別会計の令和２年

度決算の概略について簡単に説明させていただ

きます。 

 まず、表の右側、歳出の主なものを御説明い

たします。第１款・総務費の決算額６６４１万

６０００円は、広域連合への派遣職員２人を含

む職員の人件費や事務費でございます。その下

の（２）徴収費７５４万４０００円は、保険料

の徴収業務に要する経費でございます。 

 第２款・後期高齢者医療広域連合納付金１８

億１９０５万６０００円は、本市から熊本県後

期高齢者医療広域連合へ納付するお金で歳出の

９５％を占めております。内訳といたしまし

て、（１）被保険者保険料納付金１２億９０８

２万円は、被保険者から徴収した保険料を広域

連合へ納付するものでございます。その下

（２）保険基盤安定分担金５億２８２３万６０

００円は、保険料を軽減することにより生じる

財源不足を公費で補うもので、一般会計で繰り

入れた県負担分に市負担分を合わせて、本特別

会計を経由して広域連合へ納付するものでござ

います。 

 第３款・保健事業費２７０１万２０００円

は、後期高齢者の健診及び歯科口腔健診の委託

料やはり・きゅう等施設利用助成券などの健康

保持増進事業に要する経費でございます。 

 続きまして、表の左、歳入をお願いいたしま

す。 

 第１款・後期高齢者保険料の決算額１２億９

２６８万１０００円は、被保険者から負担して

いただいている保険料で、歳入の６６％を占め

ております。 

 ２つ飛ばしまして、第４款・繰入金５億９９

４２万円は、（１）後期高齢者医療の事業に要

します人件費及び事務費分７１１８万３０００

円、（２）保険基盤安定繰入金５億２８２３万

７０００円は、歳出の基盤安定負担金と同額

で、保険料軽減分を県・市の公費で補塡する分

を一般会計から繰り入れるもので、法定繰入れ

分でございます。 

 次の第５款・繰越金３３６２万４０００円

は、出納整理期間中に収納した令和元年度の保

険料で、令和元年度の実質収支額となります

が、令和２年度に広域連合へ支出しておりま

す。 

 この表左の歳入の合計の決算額（Ａ）は、１

９億４９４０万７０００円で、右の歳出の合計

の決算額（Ｂ）は１９億１３５９万９０００円

でございます。その下にあります歳入歳出差引

額（Ａ）－（Ｂ）は、３５８０万８０００円で

ございます。なお、一番下の欄の実質収支額は

令和２年度の単年度収支でございまして、同額

でございます。この実質収支額分は、出納整理

期間中に収納した令和２年度分の保険料収納分

でございまして、令和３年度に広域連合に支払

いを終えたところでございます。 

 それでは、歳出の主な事業について、個別に

御説明させていただきます。 

 １８８ページをお願いいたします。 

 被保険者保険料納付金事業でございます。 

 この事業は、被保険者から徴収した保険料を

広域連合に納付するものでございます。 

 決算額は１２億９０８２万円で、特別徴収分

８億６４１２万７０００円、普通徴収分３億８

６４５万７０００円、令和元年度出納整理期間
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収納分３３６２万４０００円が主なものでござ

います。 

 今後の方向性でございますが、この事業は法

令に基づく義務的な事業であるため、現行どお

り市による実施といたしております。 

 次に、下の表、健康保持増進事業でございま

す。 

 この事業は、被保険者に年１５回を上限に１

回当たり１０００円を助成するはり・きゅう等

施設利用券の交付と、広域連合からの委託事業

である高齢者健診、歯科口腔健診と広域連合の

補助金を活用した保健師等の戸別訪問による健

康相談を行うものでございます。 

 決算額２７０１万２０００円は、はり・きゅ

う等施設利用助成が６５５万９０００円、低栄

養の状態や生活習慣病がある方など健康相談を

必要とする後期高齢者医療被保険者の方へ訪問

指導を行う会計年度任用職員であります管理栄

養士の報酬等に係る経費が２０７万８０００

円、高齢者健診の業務委託に係る１７９４万２

０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性としましては、現行どおり市に

よる実施とし、高齢者の疾病の重症化予防のた

めに健診データを活用した重症化対策を強化し

てまいります。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 次に、歳入の主なものについて、令和２年度

八代市特別会計歳入歳出決算書により御説明い

たします。 

 決算書の４４ページと４５ページをお願いい

たします。 

 歳入の金額につきましては、４５ページの右

から４列目の収入済額で申し上げます。なお、

千円未満切り捨てで説明させていただきます。 

 まず、款１・後期高齢者医療保険料の収入済

額は１２億９２６８万１０００円で、前年度に

比べ９.７４％の増、１億１４７１万８０００

円の増でございます。調定額に対する収入済額

の割合であります徴収率は、現年度課税分で９

９.４６％と、前年度に比べ０.１６ポイント上

昇しております。滞納繰越分は５０.５９％

で、前年度に比べ８.７４ポイント上昇してお

ります。収入済額の右側の不納欠損額６０万４

０００円は、高齢者の医療の確保に関する法律

の規定に基づき、不納欠損処分とされているも

のでございます。その右の欄の収入未済額１２

４９万２０００円は、いわゆる滞納額で令和２

年度中に徴収できず、次年度に繰り越されて徴

収の対象になるもので、前年度決算より１万１

０００円の増となっております。 

 内訳の項１・後期高齢者医療保険料、目１・

特別徴収保険料、節１・現年度分の収入済額８

億６４２６万５０００円は、年金からの天引き

により収納したものでございます。 

 また、目２・普通徴収保険料４億２８４１万

６０００円は、納付書や口座振替により収納し

たもので、節１・現年度分４億２２１２万１０

００円、滞納繰越分６２９万５０００円でござ

います。 

 次に、１つ飛ばしまして、款３・広域連合支

出金、項１・広域連合補助金、目１・保健事業

補助金、節１・健康保持増進事業費補助金の収

納額２０８万７０００円は、訪問指導に係る経

費を広域連合が補助を行う分でございます。 

 続きまして、款４・繰入金、項１・一般会計

繰入金の収入済額は、５億９９４１万９０００

円でございます。内訳は、目１・事務費繰入

金、節１・事務費繰入金７１１８万２０００円

は、人件費や各業務に必要な事務経費分を一般

会計から繰り入れたものでございます。 

 また、目２・保険基盤安定繰入金、節１・保

険基盤安定繰入金５億２８２３万６０００円

は、保険料軽減分を公費で補塡するための保険

基盤安定分担金の財源として、県が４分の３、

市が４分の１を負担することになっております

が、県の負担分を一般会計で受け入れて、市の
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負担分を合わせたものをこの特別会計へ繰り入

れたものでございます。 

 次に、款５・繰越金の収入済額は３３６２万

４０００円でございます。この繰越金は、令和

２年４月から５月の出納整理期間中に収納した

令和元年度の保険料で、保険料納付金として広

域連合に支出いたしております。 

 その下、款６・諸収入の収入済額は２１３０

万７０００円でございます。その主な内訳でご

ざいますが、４６ページ、４７ページをお願い

いたします。 

 項４・受託事業収入、目１・後期高齢者医療

広域連合受託事業収入、節１・健診事業収入の

収入済額１９８６万９０００円は、本市で実施

しました高齢者健診に係る費用を広域連合が負

担したものでございます。 

 以上が歳入の説明でございます。 

 後に、主な流用額について御説明いたしま

す。 

 歳出の４９ページをお願いいたします。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費、節２・給料から節３・職員手当等へ

７万１０００円の流用を行っております。これ

は、職員手当のうち児童手当が不足したことか

ら流用を行ったものでございます。 

 その下、項２・徴収費、目１・徴収費、節１

０・需用費から節２６・公課費へ５０００円の

流用を行っております。これは、公用車の自動

車重量税が不足したことから流用を行ったもの

でございます。 

 これで、議案第１１９号・令和２年度八代市

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について

の説明を終わらせていただきます。御審議のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。ないです

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１９号・令和２年度八代市後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算については、これ

を認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は認定することに決しました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午後３時０１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時０２分 本会） 

◎議案第１２０号・令和２年度八代市介護保険

特別会計歳入歳出決算 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１２０号・令和２年度八代市介

護保険特別会計歳入歳出決算について、健康福

祉部から説明を願います。 

○長寿支援課長（成年後見支援センター所長兼

務）（石本 淳君） こんにちは。(｢こんにち

は」と呼ぶ者あり）長寿支援課の石本と申しま

す。よろしくお願いいたします。座って説明さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○長寿支援課長（成年後見支援センター所長兼

務）（石本 淳君） それでは、説明いたしま

す。議案第１２０号・令和２年度八代市介護保

険特別会計歳入歳出決算につきましては、令和

２年度主要な施策の成果に関する調書及び土地

開発基金の運用状況に関する調書その２と、八

代市特別会計歳入歳出決算書を用いて説明いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、主要な施策の成果に関する調書及び土

地開発基金の運用状況に関する調書その２の１
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８９ページをお願いいたします。 

 介護保険特別会計の全体像について簡単に御

説明します。 

 歳出は、表の右側のとおり、科目の１.総務

費、２.保険給付費、３.地域支援事業費などに

分かれています。 

 このうち第１款・総務費の決算額３億４３２

５万３０００円は、職員３２人分の人件費及び

事務費、介護保険料の賦課徴収経費、介護認定

の審査や調査に係る経費などでございます。 

 第２款・保険給付費の決算額１３５億１９５

万１０００円は、いわゆる介護保険サービスに

係る自己負担部分を除いた保険給付の総額でご

ざいます。 

 第３款・地域支援事業費の決算額４億５４９

０万８０００円は、市町村が実施する介護予

防・日常生活支援総合事業や、地域包括支援セ

ンターの委託料などが主なものでございます。 

 第４款・基金積立金は、介護給付費準備基金

の定期預金利子及び第６期介護保険事業計画の

期間において生じた繰越額を介護給付費準備基

金に積み立てたものでございます。 

 第５款・諸支出金は、令和元年度に概算交付

を受けた国県支出金及び支払基金交付金の精算

に伴う返還金が主なものでございます。 

 表の左側は歳入になります。 

 介護保険制度では、人件費や一般的な事務費

などは全額を一般会計繰入金で対応し、それ以

外の介護保険事業については、基本的に２分の

１を保険料で、２分の１を公費で負担します。

保険料負担に占める６５歳以上の第１号被保険

者の保険料の割合は２３％、４０歳以上６５歳

未満の第２号被保険者の保険料の割合は２７％

となっております。 

 公費につきましては、事業ごとに割合が決め

られておりますが、大まかに申し上げますと、

国が２５％、県が１２.５％、市の負担が１２.

５％となります。このうち、市の負担分は一般

会計繰入金でございます。 

 令和２年度の介護保険特別会計の決算額につ

きましては、表の下の合計にありますように、

歳入総額１５９億６４３３万１０００円、歳出

総額１５１億２３１３万６０００円となってお

り、歳入歳出差引額、実質収支額ともに８億４

１１９万５０００円でございます。なお、この

中には令和２年度に概算交付され、精算に伴い

今年度令和３年度に返還しなければならない国

県支出金が４５６２万３０００円含まれており

ますので、次年度への実質的な繰越金は７億９

５５７万２０００円となる見込みでございま

す。 

 それでは、歳出の主な事業について説明させ

ていただきます。 

 １９２ページをお願いいたします。 

 まず、下の表の介護保険認定調査事業でござ

います。 

 この事業は、要介護認定申請者の要介護度を

決定するために、認定調査員による訪問調査及

び主治医に対して意見書の作成依頼を行うもの

で、調査員の人件費、主治医意見書作成料が主

なものでございます。 

 決算額は８９５０万６０００円で、不用額の

１９４３万８０００円につきましては、新型コ

ロナウイルス感染症に係る臨時的な措置とし

て、認定有効期間を延長する対応を行ったこと

により、主治医意見書の作成依頼件数が減少し

たことによる影響が主な理由でございます。 

 今後の方向性は、市による実施としており、

今後も高齢化の進行から要介護認定申請件数の

増加が見込まれることから、民間への調査委託

の拡大など、申請件数の増加等に柔軟に対応で

きる体制を整え、利用者が円滑にサービスを利

用できるようにしたいと考えております。 

 次の１９３ページをお願いいたします。 

 上の表の居宅介護サービス給付事業でござい

ます。 
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 この事業は、要介護認定１から５の方が、そ

の居宅において日常生活上、必要な介護を受け

る訪問サービスや自宅から事業所等に通い、機

能訓練等を受ける通所サービス等のサービスを

受けたときに、事業者へ給付するものでござい

ます。 

 決算額は５５億９５７３万１０００円で、不

用額の１２６６万９０００円につきましては、

給付額は昨年度の実績を上回りましたが、新型

コロナウイルス感染症の影響による通所サービ

スにおける利用控えやサービス事業所の休業な

どにより、サービスの利用が当初の見込みを下

回ったことが主な理由でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施として

おり、今後も法令に基づき、適切な制度運営に

努めてまいります。 

 次に、下の表の施設介護サービス給付事業で

ございます。 

 この事業は、要介護認定１から５の方が、特

別養護老人ホームや老人保健施設、介護医療院

などの介護保険施設に入所し、サービスを受け

たときに事業者へ給付するものでございます。 

 決算額は３７億６２９８万１０００円で、給

付額は昨年度の実績を上回っております。その

要因として、老人保健施設と介護医療院のサー

ビスの利用者が増加したことが主な理由でござ

います。 

 今後の方向性としては、市による実施として

おり、今後も法令に基づき、適切な制度運営に

努めてまいります。 

 次の１９４ページをお願いいたします。 

 上の表、居宅介護サービス計画給付事業でご

ざいます。 

 この事業は、要介護認定１から５の方が、居

宅において介護保険サービスを利用する場合に

介護支援専門員──ケアマネジャーでございま

すけれども──が、作成した介護サービス計画

──ケアプランに基づくサービスの利用があっ

た場合に、プラン作成料の全額を居宅介護支援

事業者へ給付するものでございます。 

 決算額は６億４３４４万４０００円で、不用

額の１７６６万４０００円につきましては、給

付額は昨年度の実績を下回っており、新型コロ

ナウイルス感染症の影響による利用控えなどに

より、通所サービス、短期入所サービスにおい

て利用者数が減少したことが主な理由でござい

ます。 

 今後の方向性としては、市による実施として

おり、今後も法令に基づき、適切な制度運営に

努めてまいります。 

 次に、下の表の地域密着型サービス給付事業

でございます。 

 この事業は、地域密着型サービスの利用があ

った場合に、事業者へ給付するものでございま

す。この地域密着型サービスとは、事業者が所

在する市町村に居住する者が利用できるサービ

スで、市町村が事業者の指定及び指導監督の権

限を持ちます。サービスの種類といたしまして

は、定員が２９人以下の特別養護老人ホームや

認知症対応型のデイサービスやグループホー

ム、訪問・通所・泊まりの多機能を有する小規

模多機能型居宅介護などがございます。 

 決算額は２３億８９６４万６０００円で、不

用額の１２６４万６０００円につきましては、

認知症対応型のデイサービスやグループホーム

の受給者数の増加により給付額は昨年度の実績

を上回っておりますが、当初の見込みよりは利

用が下回ったことが主な理由でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施として

おり、今後も法令に基づき、適切な制度運営に

努めてまいります。 

 次に、１９５ページを御覧ください。 

 上の表、介護予防サービス給付事業でござい

ます。 

 この事業は、要支援認定１、２の方が自立し

た生活ができるようにするための通所リハビリ
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テーションや福祉用具貸与などの介護予防サー

ビスを利用した場合、事業者へ給付するもので

ございます。 

 決算額は２億２０６７万２０００円で、給付

額は昨年度の実績を下回っており、特に通所リ

ハビリテーションにおいて、新型コロナウイル

ス感染症の影響による利用控えなどによりサー

ビス利用が減少したことが主な理由でございま

す。 

 今後の方向性としては、市による実施として

おり、今後も法令に基づき、適切な制度運営に

努めてまいります。 

 下の表の高額介護サービス給付事業でござい

ます。 

 この事業は、要介護認定１から５の方の介護

サービス利用に係る自己負担額が、世帯の課税

状況等に応じた一月の自己負担額の限度額を超

えた分を利用者に給付するものでございます。 

 決算額は３億３３万５０００円で、給付額は

昨年度の実績を上回っており、先ほど説明いた

しました居宅介護サービス給付事業、施設介護

サービス給付事業の給付額が昨年度よりも増加

したことが主な理由でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施として

おり、今後も法令に基づき、適切な制度運営に

努めてまいります。 

 次に、１９６ページを御覧ください。 

 上の表の特定入所者介護サービス給付事業で

ございます。 

 この事業は、介護保険施設を利用した場合の

食費とお部屋代に当たる居住費に係る給付でご

ざいます。通常、食費と居住費は保険対象外と

なり、全額自己負担となりますが、低所得者に

ついては負担軽減のための上限が設けられてお

り、その差額を施設に保険給付するものでござ

います。 

 決算額は４億７７６６万８０００円で、不用

額の２４６７万１０００円につきましては、特

別養護老人ホーム、老人保健施設入所者の軽減

対象者の減少及び新型コロナウイルス感染症の

影響による利用控えなどにより、短期入所サー

ビスにおいて利用者数が減少したことなどが主

な理由でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施として

おり、今後も法令に基づき、適切な制度運営に

努めてまいります。 

 下の表の通所型サービス事業でございます。 

 この事業は、地域支援事業の介護予防・日常

生活支援総合事業のサービスの一つで、要支援

者の方を対象に、介護予防を目的として、自宅

から施設に通い、入浴、排せつ、食事等の日常

生活上の支援及び機能訓練を行うものでござい

ます。なお、この介護予防・日常生活支援総合

事業は、介護保険法の改正により、本市では平

成２８年度から事業を実施しておりますが、令

和元年度からが旧制度から新制度への完全移行

した年となっております。 

 決算額は２億６０万９０００円で、不用額の

３２１６万６０００円は、旧制度からの完全移

行に伴い、令和元年度、令和２年度と増加して

いくと見込んでいましたサービスの利用者が想

定以上に伸びていないこと、また、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による利用控えなどもあ

り、サービスの利用が当初の見込みを下回った

ことが主な理由でございます。 

 今後の方向性としては、市による実施として

おり、今後は現在の課題等を整理し、利用者の

ニーズに沿った事業となるよう見直しを行い、

介護予防に向けた効果的かつ効率的な取組を行

ってまいりたいと考えております。 

 次に、１９７ページを御覧ください。 

 上の表、地域包括支援センター運営委託事業

でございます。 

 この事業は、介護保険法に設置が義務づけら

れている地域包括支援センターにつきまして、

本市は６つの圏域に分けて、その運営を社会福
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祉法人等に委託しております。 

 決算額は１億３５５４万６０００円で、委託

料が主なものでございまして、１法人当たりの

委託料は２２２５万６０００円でございます。

なお、このほかにも坂本・泉地区には山間地域

での身近な相談窓口として、あんしん相談セン

ターを２か所設置し、２つの社会福祉法人に運

営を委託しております。 

 今後の方向性としましては、市による実施と

しており、高齢化に伴う要介護、要支援者の増

加が見込まれることから、今後も地域包括支援

センターの専門職員等が十分な活動を行えるよ

うな体制を強化していきたいと考えておりま

す。 

 歳出の御説明は以上でございます。 

 次に、歳入の主なものにつきまして、令和２

年度八代市特別会計歳入歳出決算書で御説明い

たします。 

 決算書の６２、６３ページをお願いいたしま

す。 

 款１・保険料、項１・介護保険料、目１・第

１号被保険者保険料の収入済額は２８億８８８

０万７０００円です。節１・現年度分特別徴収

保険料の２６億５６９４万７０００円は、年金

からの天引きにより納付されたものです。第２

節・現年度分普通徴収保険料の２億１７６２万

７０００円は、納付書や口座振替で納付された

もので、普通徴収保険料の収納率は９０.

２％、収入未済額は２３６３万１０００円でご

ざいます。なお、特別徴収と普通徴収を合わせ

た現年度分の収納率は９９.２％となってお

り、前年度比で０.２ポイント上昇となってお

ります。次に、節３・滞納繰越分保険料では、

介護保険法第２００条に基づく不納欠損を行っ

ており、不納欠損額１９７４万５０００円とな

っております。 

 ２つ飛びまして、款４・支払基金交付金３７

億１１３５万８０００円は、社会保険診療報酬

支払基金を通じて交付される第２号被保険者、

すなわち４０歳から６５歳未満の方の保険料に

相当するものでございます。 

 次に、款５・国庫支出金、項１・国庫負担

金、目１・介護給費負担金２４億９９５２万３

０００円は、介護給付費に対する国の負担分

で、負担割合は施設分が１５％、居宅などのそ

の他の介護分が２０％でございます。 

 項２・国庫補助金、目１・調整交付金１０億

９１１１万７０００円は、７５歳以上の後期高

齢者割合や６５歳以上高齢者の所得状況など、

市町村間の格差による介護保険財政の不均衡を

是正するために交付されるものでございます。 

 ６４、６５ページをお願いいたします。 

 款６・県支出金、項１・県負担金、目１・介

護給付費負担金の節１・現年度分１９億２１３

８万４０００円は、介護給付費に対する都道府

県分の負担分で、負担割合は施設分が１７.

５％、居宅などその他の介護分が１２.５％で

ございます。 

 ６６、６７ページをお願いいたします。 

 款８・繰入金、項１・一般会計繰入金、目

１・一般会計繰入金２３億２５３５万９０００

円は、一般会計からの法定内繰入金でございま

す。繰入金の主な内訳を御説明いたしますと、

節１・介護給付費繰入金１６億８６６７万９０

００円は、介護保険法に基づく市町村の負担分

のうち、介護保険給付費に対するもので、負担

割合は１２.５％でございます。節４・低所得

者保険料軽減繰入金２億３２０８万７０００円

は、消費税引き上げに伴う第１号被保険者保険

料の低所得者軽減強化により減収となった第１

号保険料相当分に対する繰入金でございます。

節５・その他一般会計繰入金３億３７９６万２

０００円は、備考欄にありますように事務費分

と人件費分の全額を繰り入れるものでございま

す。 

 款９・繰越金１２億７７０７万６０００円



 

－55－

は、令和元年度からの繰入金でございます。 

 次の款１０・諸収入には、収入未済額１１１

６万９０００円がございます。内容は、備考欄

の下のほう、収入未済額内訳で主なものとし

て、介護報酬返還金１１３万９０００円、同じ

く介護報酬返還金過年度分５６０万７０００円

と加算金４６万円、加算金過年度分２３２万円

などがございます。これは、介護保険の事業者

が国の運営基準等に基づかない事業を行うな

ど、介護報酬を不正に受領したため、市が返還

請求しているもので、未返還額とその加算金に

なります。 

 後に、流用額につきまして説明いたしま

す。 

 決算書７３ページをお願いいたします。備考

欄の１０行目でございます。 

 款２・保険給付費、項１・保険給付費、目

５・高額医療合算介護サービス費、節１８・負

担金補助及び交付金から、同款・項１、目３・

高額介護サービス費、節１８・負担金補助及び

交付金へ１５４１万７０００円流用を行ってお

ります。これは、介護サービス利用に係る自己

負担額が、世帯の課税状況等に応じた一月の自

己負担額の限度額を超えた分を利用者に給付す

る高額介護サービス給付事業を行っております

が、この事業におきまして、給付額が当初の見

込み額を上回ったことから、高額医療合算介護

サービス給付事業より流用をしたものでござい

ます。 

 以上で議案第１２０号・令和２年度八代市介

護保険特別会計歳入歳出決算の説明とさせてい

ただきます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） 高額介護サービス給

付事業でですね、そういった方の対象人数と件

数がどのくらいなのか。 高額が幾らというの

がちょっと分かれば教えていただきたいんです

が。 

○長寿支援課長（成年後見支援センター所長兼

務）（石本 淳君） 申し訳ありません。ただ

いまの委員の御質問についてですけれども、件

数等情報等、本日持ち合わせてきておりませ

ん。大変申し訳ございません。 

○委員（橋本徳一郎君） 分かりました。じ

ゃ、後日で。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（橋本徳一郎君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） ６９ページ、介護報

酬返還金に関しまして、どういった事例で返還

にされるんですかね。 

○長寿支援課長（成年後見支援センター所長兼

務）（石本 淳君） 失礼いたしました。ただ

いまの委員の質問にお答えいたします。 

 介護事業所が行った不正請求ということでご

ざいまして、例えばでありますと、実際サービ

スを提供していないにもかかわらず、書類、帳

簿等を架空のものをお作りになられて介護給付

費を不正に給付を受けられるというような案件

に対する返還額というようなところでございま

す。 

 この返還金が発生した場合におきましては、

法におきまして加算金を科すことができるとい

うことになっておりまして、返還金と併せて加

算金の請求をしているというようなものでござ

います。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、なければ

以上で質疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。ありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 
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○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２０号・令和２年度八代市介護保険

特別会計歳入歳出決算については、これを認定

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は認定することに決しました。 

 執行部入替えのため、小会します。 

（午後３時３２分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時３３分 本会） 

◎議案第１２４号・令和２年度八代市診療所特

別会計歳入歳出決算 

○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１２４号・令和２年度八代市診

療所特別会計歳入歳出決算について、健康福祉

部から説明願います。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 改

めまして、こんにちは。(｢こんにちは」と呼ぶ

者あり）健康福祉政策課、野田でございます。

よろしくお願いいたします。失礼して着座にて

説明させていただきます。 

○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 説

明に入ります前にですね、資料の訂正をちょっ

とお願いしたいと思います。 

 令和２年度における主要な施策の成果に関す

る調書その２の２０６ページをお願いいたしま

す。 

 上段のほうの診療所一般管理事業の中段にあ

ります主要な施策の概要の中の通常分というと

ころの６行目になるんですけれども、委託料

（レセプト点検、下岳・泉歯科診療所兼任管理

他）の金額が２１６３万２０００円となってお

ります。こちらのほうを２１３６万２０００円

のほうに修正をお願いしたいと思います。大変

申し訳ありません。２１６３２のところを２１

３６２の訂正をお願いしたいと思います。申し

訳ありません。よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第１２４号・令和２年度八代

市診療所特別会計歳入歳出決算について御説明

いたします。 

 診療所特別会計につきましては、泉地域の五

家荘地区にございます椎原診療所、下岳地区に

ございます下岳診療所及び柿迫地区にございま

す泉歯科診療所の３つの僻地診療所の運営管理

に係る事業になっております。 

 それでは、まず決算状況について御説明いた

します。 

 令和２年度における主要な施策の成果に関す

る調書その２の２０５ページをお願いいたしま

す。表の下のほうの合計欄を御覧ください。 

 まず、右側の歳出でございますが、予算額７

４９６万１０００円に対しまして、決算額は７

０５９万４０００円となっており、予算額に対

する執行率は９４.２％となっております。 

 次に、左側の歳入でございますが、診療所特

別会計は、歳出から事業収入や補助金収入など

の歳入で不足する額を一般会計からの繰入金で

補っておりますので、予算額、決算額共に歳出

と同額で、歳入歳出差引額もゼロ円となります。

なお、翌年度へ繰越しするべき財源はございま

せんので、実質収支額もゼロ円というふうにな

っております。 

 次に、内容についての説明をさせていただき

ますが、歳入につきましては、八代市特別会計

歳入歳出決算書にて、歳出につきましては、令

和２年度における主要な施策の成果に関する調

書その２にて、それぞれ御説明いたします。 

 まず、歳出から御説明いたします。 

 調書の２０６ページをお願いいたします。 

 上段の診療所一般管理事業につきましては、

３つの僻地診療所を運営する事業で、決算額は

３５８８万円でございます。 

 支出の主なものは、椎原診療所の臨時職員の
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看護師２名、患者送迎車運転手１名及び受付事

務員１名に係る賃金７２２万５０００円、需用

費としまして、消耗品費、燃料費、光熱水費等

で１４７万３０００円、レセプト点検及び請求

事務を行います医療事務業務委託及び下岳診療

所、歯科診療所の兼任管理委託経費２１３６万

２０００円、その他新型コロナウイルス感染症

対策分として、アルコール消毒液等の消耗品費

２１万９０００円などがございます。 

 今後の方向性としましては、椎原診療所が来

年度以降、県からの医師派遣が困難であること

から、民間医療機関からの医師派遣になり、診

療日数の減が見込まれることから、市による実

施、規模縮小としております。今後も、地域住

民に適切な医療を提供するため、必要な医療機

器の更新を適宜進めてまいります。 

 次に、下段の診療所医療事業は、診療に際し

て症状、原因等の的確な把握のために行う血液

検査の検査機関への委託や、治療に使用する医

薬品、医薬材料の購入及び義歯の製作・加工等

の委託を行う事業で、決算額は１６９１万７０

００円でございます。その主なものは医薬品の

購入費１５７０万５０００円、医薬材料費の購

入費７４万６０００円でございます。 

 今後の方向性としましては、現行どおり市に

よる実施を続けるとし、今後も適切な検査や医

薬品等が提供できる体制を確保してまいります。 

 以上で歳出の説明を終わります。 

 続きまして、歳入の御説明をいたします。 

 歳入につきましては、決算書で御説明します。 

 決算書の１３８、１３９ページをお願いしま

す。１３９ページ中ほどの収入済額欄を御覧く

ださい。 

 款１・診療所事業収入、項１・診療収入、目

１・保険収入、節１・保険診療報酬は２２８１

万７０００円でございます。これは、各診療所

で行いました保険診療に対して支払われる診療

報酬でございます。 

 目２・節１・一部負担金収入４２３万６００

０円は、受診者が窓口で支払う自己負担金でご

ざいます。 

 款２・使用料及び手数料、項１・使用料、目

１、節１・診療所使用料１３万５０００円は、

下岳診療所の医師住宅の使用料等でございます。 

 項２・手数料、目１、節１・診療所手数料１

１７万６０００円は、予防接種手数料や診断書、

意見書の作成料などでございます。 

 款３・県支出金、項１・県補助金、目１・へ

き地診療所県補助金、節１・へき地診療所運営

費補助金１１００万７０００円は、３つの僻地

診療所の補助率３分の２の運営費補助金でござ

います。節２・へき地患者輸送車運行支援事業

補助金３８万２０００円は、椎原診療所の患者

送迎の経費に対する補助率２分の１の補助金で

ございます。節３・新型コロナウイルス感染拡

大防止等支援事業費補助金２０万円は、新型コ

ロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための

取組を行う医療機関に対し、感染拡大防止対策

等に要する費用に対する補助率１０分の１０の

補助金でございます。 

 １４０、１４１ページをお願いいたします。

１４１ページの中ほどの収入済額を御覧くださ

い。 

 款４・繰入金、項１、目１、節１・一般会計

繰入金３０４９万１０００円は、一般会計から

の財源補塡のための繰入金でございます。 

 款６・諸収入、項１、目１・雑入、節１・売

上収入１万４０００円は、椎原診療所に設置し

ております太陽光発電の余剰電気の売上収入で

ございます。節２・雑入１３万３０００円の主

なものは、地域医療等振興自治宝くじの収益金

を財源とし、椎原診療所の医師が研修等を受け

るために要する旅費等に対する地域社会振興財

団からの長寿社会づくりソフト支援事業費交付

金１０万９０００円でございます。以上、収入

済額の合計は７０５９万３０００円でございま
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す。 

 以上で令和２年度八代市診療所特別会計歳入

歳出決算についての説明とさせていただきます。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 以上の部分について

質疑を行います。質疑ありませんか。 

○委員（橋本徳一郎君） ２０６ページのほう

にですね、人件費等、看護師とありますけども、

こちらの職員は、毎日こちらで勤務するという

か、相談事業なりなんなり、そういうふうな患

者の健康管理なんかもしたりとかはするような

体制での雇用でしょうか。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 今

年度につきましては、週４日の診療体制として

おりまして、４日間全部、医師も看護師さんも、

２名、運転手１名、受付事務１人も勤務される

ということになっております。 

○委員（橋本徳一郎君） その診療以外のとき

に何かあったときの対応というのはどんななる

んですか。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 先

ほど言いましたように、診療体制週４日なんで

すけども、例えば、金曜日あたりに医師が研修

に行かれるというときには、もう診療所に待機

されてですね、いろんな電話で相談を受けられ

るという体制になっております。 

○委員（橋本徳一郎君） 診察日というのは確

かに週４日、それ以外の休診のときに何か急患、

急変したとか、そういうふうなものの対応はど

ういうふうにされていますか。 

○健康福祉政策課泉健康福祉地域事務所長（井

戸晶子君） お世話になります。井戸です。 

 急患等につきましては、基本的に金曜日でし

たら、そのとき診療所におります看護師が、研

修に行っております医師に連絡して指示を仰ぐ

ときと、もうその時点でちょっともう指示を仰

いでる場合じゃないというときには、救急搬送

なり、ドクターヘリを呼ぶなりしてくださいと

いうような指示を、看護師のほうが家族の方に

はお話しすることになっております。 

 以上です。 

○委員（橋本徳一郎君） 今言われたのは金曜

日ということですよね。ほかの土日だったりと

か──土日はもう勤務はされてないと思うんで

すけども、そういった分はもう救急対応という

ことで理解してよろしいんでしょうか。 

○健康福祉政策課泉健康福祉地域事務所長（井

戸晶子君） 委員さんおっしゃるとおりでござ

います。 

○委員（橋本徳一郎君） 分かりました。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） すいません。今後の方

向性のところを確認させてください。 

 熊本県からの医師派遣が難しいということな

んですが、これはどういった理由なんでしょう

か。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 今

年度までは県のほうからの紹介といいますか、

自治医科大学卒業の医師が週４日間常駐されて

ます。ただ、患者数の減少とかによりまして、

来年度以降は県のほうから常勤の自治医科大の

先生の派遣も難しいという回答があっておりま

すので、現在はもう民間医療機関からの派遣と

いうところで協議を進めるところになってまい

ります。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） どんなに県のほうにお

願いをしても、この方針は変わらないという部

分なんでしょうけど、医師がいなくなるという

のはやっぱり地域の皆さんにとって非常に不安

感が募るところだと思いますので、県に粘り強

くお願いをしていただくのと、併せて、ここに

書いてあるように医療機関からの医師派遣とい

うのが本当に可能なのかどうかですね。この辺

りも含めて、今の進捗というか、そういったと

ころがお話しできるところがありましたら、御
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説明いただければと思うんですけど。 

○理事兼健康福祉政策課長（野田章浩君） 先

ほど言いましたように、県のほうからは、ちょ

っと来年度以降の自治医科大卒の医師の常勤は

難しいという話があってるんですけども、当然

また来年度に対しても要望は県のほうにはして

おります。 

 そして、来年度以降、それが要望がかなわな

かった場合のことも想定してですね、今、県と、

あるいは民間の医療機関と協議を進めていると

いうとこになってまいります。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ質疑を終了

します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（橋本徳一郎君） 先ほどもお尋ねしま

したけども、安心して生活するために、やはり

医療のサポートというのはですね、必ず必要に

なるものですので、救急対応にするにしても、

その診療力というのは、その診療所にしかない

ということになりますので、そういうふうなも

のをきちんと看護師なりですね、その地域の方

できちんと対応できるような形にしていただき

たいというのと、大倉委員も今言われましたけ

ど、縮小についてですね、これについて医師の

確保なりは努力していただくしかないと思いま

すが、これは継続していただきたいというふう

に思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（橋本幸一君） 今、僻地医療の在り方

というのが本当に問われとると思うとですね。

もうぜひともですね、この地域の皆さんのやっ

ぱり命を守るという観点でですね、あらゆるや

っぱり手を尽くしてですね、医師の確保という

のを頑張っていただきたいと思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（大倉裕一君） 医師の確保というのは

ですね、また改めてお願いをしておきたいとい

うふうに思いますけども、坂本の無医地区の課

題も今回質問に取り上げたんですが、そちらの

ほうの課題もありますし、また、こうやって診

療所のですね、医師確保ということも今回、私

初めて認識をしました。そういったところから

も、質問の中で少し話はしたんですけども、八

代市として地域医療をどう果たしていくべきな

のかといったところを、やはり県の地域医療構

想に、下部の計画というんですかね、市として

の考え方、方針、そういったものをやはりまと

めてつくっていくべきだというふうに私は思っ

てますので、その辺りはまたしっかり検討をし

ていただいて、そういう計画づくりに着手して

いただければなというふうに思います。 

 そういった計画に沿って、今回、こういうふ

うな形でドクターを確保しましたとか、医療機

関の体制づくりをしましたというのが出てくる

んだろうというふうに思いますので、その点を

お願いしておきたいというふうに思います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（中山諭扶哉君） 私も重ねてですね、

無医地区になるということで、住民の方たち、

非常に不安を覚えられるというふうに思います

ので、ぜひサポートのほう、丁寧なですね、説

明のほうも重ねてお願いしたいというふうに思

います。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２４号・令和２年度八代市診療所特

別会計歳入歳出決算については、これを認定す

るに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（中村和美君） 挙手全員と認め、本

案は認定することに決しました。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。 

 これをもって文教福祉委員会を散会いたしま

す。 

（午後３時４９分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和３年１０月２６日 

文教福祉委員会 

委 員 長 
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